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ア
メ
リ
カ
の
ド
イ
ツ
占
領
政
策
と
米
英
統
合
占
領
地
区
の
形
成

̶
 

占
領
費
の
分
担
比
率
を
め
ぐ
る
交
渉
を
中
心
に ̶

河　

﨑　

信　

樹

は
じ
め
に

　

本
稿
の
課
題
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
の
ド
イ
ツ
占

領
政
策
の
展
開
の
中
で
重
要
な
画
期
と
な
っ
た
米
英
統
合
占
領
地
区

の
形
成
プ
ロ
セ
ス
を
、
特
に
、
貿
易
に
関
わ
る
占
領
費
の
分
担
比
率

を
め
ぐ
る
問
題
に
着
目
し
、
分
析
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
ア
メ
リ
カ
の
ド
イ
ツ
占
領
政
策
の
展
開
の
中
で
米
英
統
合

占
領
地
区
形
成
が
占
め
る
位
置
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
。
ア
メ
リ

カ
の
ド
イ
ツ
政
策
の
起
点
は
二
つ
存
在
す
る
。
第
一
の
も
の
は
、
モ

ー
ゲ
ン
ソ
ー
プ
ラ
ン
で
あ
る
。
戦
時
期
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、

ド
イ
ツ
の
経
済
復
興
を
志
向
す
る
国
務
省
・
陸
軍
省
と
、
ド
イ
ツ
の

弱
体
化
を
主
張
す
る
財
務
省
の
間
で
対
立
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
の

対
立
に
後
者
が
勝
利
す
る
こ
と
で
、
後
者
が
主
導
す
る
モ
ー
ゲ
ン
ソ

ー
プ
ラ
ン
が
一
九
四
四
年
九
月
に
基
本
政
策
と
し
て
採
用
さ
れ
た
。

こ
の
プ
ラ
ン
は
、
ド
イ
ツ
そ
れ
自
体
を
分
割
し
て
し
ま
う
と
と
も
に
、

ド
イ
ツ
の
工
業
力
を
ド
イ
ツ
の
軍
事
力
・
軍
国
主
義
の
基
盤
と
み
な

し
、
そ
れ
を
破
壊
す
る
と
と
も
に
ド
イ
ツ
を
農
業
国
へ
と
変
え
、
安

全
保
障
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

こ
の
プ
ラ
ン
の
内
容
は
、
ア
メ
リ
カ
の
在
ド
イ
ツ
軍
政
府 

（O
ffi
ce 

of M
ilitary Governm

ent for Germ
any 

（U
. S.

）、
以
下
Ｏ
Ｍ
Ｇ
Ｕ

Ｓ
と
略
す
） 

に
よ
る
占
領
政
策
の
基
本
指
針
を
定
め
た
統
合
参
謀
本

部
指
令
一
〇
六
七 

（T
he Joint Chiefs of Staff D

irective 1067

、

以
下
Ｊ
Ｃ
Ｓ
一
〇
六
七
と
略
す
） 

へ
と
反
映
さ
れ
た

A
C
B

。

　

第
一
の
も
の
が
、
ア
メ
リ
カ
自
身
の
ド
イ
ツ
政
策
の
指
針
で
あ
る
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の
に
対
し
、
第
二
の
も
の
は
国
際
的
な
枠
組
み
に
関
わ
る
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
が
ポ
ツ
ダ
ム
協
定
で
あ
る
。
ポ
ツ
ダ
ム
協
定
は
、
一
九
四

五
年
七
月
一
七
日
か
ら
八
月
二
日
ま
で
開
催
さ
れ
た
ポ
ツ
ダ
ム
会
談

に
お
い
て
、
米
英
ソ
の
間
で
締
結
さ
れ
た
協
定
で
あ
っ
た
。
こ
の
協

定
は
、
ド
イ
ツ
の
米
英
仏
ソ
四
カ
国
に
よ
る
分
割
占
領
を
定
め
る
一

方
で
、
単
一
経
済
体
（Single Econom

ic U
nit

）
と
し
て
占
領
地

区
の
経
済
運
営
を
行
う
こ
と
を
規
定
し
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
分
割

占
領
し
た
場
合
、
各
占
領
地
区
の
資
源
分
布
は
不
均
等
と
な
り
、
そ

の
点
を
補
正
し
な
け
れ
ば
、
各
占
領
国
の
占
領
地
区
運
営
に
か
か
わ

る
費
用
負
担
が
巨
額
か
つ
不
平
等
と
な
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
ゆ
え

に
、
各
占
領
地
区
の
経
済
政
策
や
占
領
地
区
間
の
貿
易
を
調
整
し
、

単
一
経
済
体
と
し
て
占
領
地
区
全
体
を
運
営
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ

た
。

　

こ
う
し
た
二
つ
の
指
針
に
基
づ
き
ア
メ
リ
カ
の
ド
イ
ツ
占
領
は
行

わ
れ
た
が
、
一
九
四
六
年
に
入
る
と
す
ぐ
に
行
き
詰
ま
り
を
見
せ
始

め
た
。
ま
ず
そ
れ
は
、
ド
イ
ツ
経
済
の
深
刻
な
停
滞
と
し
て
表
面
化

し
た
。
Ｊ
Ｃ
Ｓ
一
〇
六
七
は
懲
罰
的
な
色
彩
が
強
い
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
を
前
提
と
し
た
場
合
、
ド
イ
ツ
の
経
済
復
興
を
促
進
す
る
よ
う

な
思
い
切
っ
た
措
置
が
取
れ
ず
、
戦
災
か
ら
の
ド
イ
ツ
の
経
済
復
興

を
実
現
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
占
領
地
区
内
の

混
乱
を
防
ぐ
た
め
に
、
生
活
必
需
品
の
輸
入
に
つ
い
て
は
ア
メ
リ
カ

が
責
任
を
負
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
占
領
費
が
増
大
し
て
い
く
こ

と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
状
況
を
さ
ら
に
悪
化
さ
せ
た
の

が
、
ポ
ツ
ダ
ム
協
定
に
規
定
さ
れ
て
い
た
単
一
経
済
体
と
し
て
の
ド

イ
ツ
経
済
の
運
営
の
失
敗
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
は
、
ド
イ
ツ
を
経

済
的
な
停
滞
か
ら
脱
却
さ
せ
る
た
め
に
、
ポ
ツ
ダ
ム
協
定
に
規
定
さ

れ
た
単
一
経
済
体
と
し
て
の
経
済
運
営
の
実
現
を
要
求
し
続
け
た
。

し
か
し
、
ソ
連
と
フ
ラ
ン
ス
は
、
占
領
地
区
を
自
国
経
済
の
復
興
に

利
用
す
る
た
め
に
、
そ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
の
要
求
を
拒
み
続
け
た
。

　

こ
う
し
た
状
況
の
下
、
ア
メ
リ
カ
政
府
内
に
お
い
て
は
一
九
四
六

年
半
ば
以
降
、
国
務
省
・
陸
軍
省
・
Ｏ
Ｍ
Ｇ
Ｕ
Ｓ
に
よ
る
ド
イ
ツ
復

興
路
線
が
台
頭
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
の
路
線
の
採
用
は
、
Ｊ
・

バ
ー
ン
ズ
（Jam

es F. Byrnes

）
国
務
長
官
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
ド

イ
ツ
・
シ
ュ
ツ
ッ
ト
ガ
ル
ト
で
の
演
説
（
一
九
四
六
年
九
月
六
日
）

に
お
い
て
公
表
さ
れ
た
。
こ
の
演
説
に
お
い
て
バ
ー
ン
ズ
は
、
こ
れ

ま
で
の
ド
イ
ツ
弱
体
化
路
線
を
否
定
し
、
ド
イ
ツ
経
済
の
再
建
を
行

う
こ
と
及
び
、
ポ
ツ
ダ
ム
協
定
を
先
行
的
に
履
行
す
る
と
の
名
目
で
、

米
英
仏
ソ
に
よ
っ
て
四
分
割
さ
れ
て
い
た
占
領
地
区
の
う
ち
、
ア
メ

リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
の
占
領
地
区
の
み
を
先
行
的
に
統
合
す
る
こ
と
を

表
明
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
米
英
統
合
占
領
地
区
は
、
一
九
四
七
年
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一
月
一
日
に
発
足
し
た
。

　

こ
の
米
英
統
合
占
領
地
区
の
形
成
以
降
、
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス

と
ソ
連
の
対
立
は
深
ま
っ
て
い
っ
た
。
ソ
連
は
、
こ
の
統
合
占
領
地

区
の
形
成
を
、
米
英
が
ソ
連
を
排
除
す
る
も
の
と
受
け
取
っ
た
。
両

者
の
関
係
は
、
一
九
四
七
年
三
月
〜
四
月
に
開
催
さ
れ
た
モ
ス
ク
ワ

外
相
会
談
、
一
九
四
七
年
六
月
五
日
の
マ
ー
シ
ャ
ル
プ
ラ
ン
の
公
表

と
ソ
連
の
不
参
加
を
経
て
、
一
九
四
七
年
一
〇
月
〜
一
二
月
に
開
催

さ
れ
た
ロ
ン
ド
ン
外
相
会
談
で
完
全
に
決
裂
し
た
。
そ
し
て
、
最
終

的
に
は
、
米
英
統
合
占
領
地
区
に
フ
ラ
ン
ス
占
領
地
区
が
加
わ
り
、

一
九
四
九
年
九
月
に
西
ド
イ
ツ
が
建
国
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ

う
し
た
観
点
か
ら
考
え
た
場
合
、
米
英
統
合
占
領
地
区
の
形
成
は
、

ア
メ
リ
カ
が
ド
イ
ツ
占
領
地
区
を
経
済
的
に
再
建
す
る
と
同
時
に
、

ソ
連
と
決
別
し
、
西
ド
イ
ツ
を
建
国
す
る
路
線
へ
と
踏
み
出
し
た
最

初
の
一
歩
と
評
価
で
き
る
。

　

本
稿
は
、
こ
の
米
英
統
合
占
領
地
区
の
形
成
プ
ロ
セ
ス
を
、
特
に

占
領
費
用
の
分
担
を
め
ぐ
る
問
題
に
着
目
し
、
分
析
す
る
こ
と
を
課

題
と
す
る
。
当
時
の
米
英
占
領
地
区
は
、
輸
出
が
振
る
わ
な
い
一
方

で
、
食
糧
を
中
心
と
し
た
生
活
必
需
品
の
輸
入
を
米
英
が
援
助
し
な

け
れ
ば
立
ち
行
か
な
い
状
態
に
あ
っ
た
。
統
合
占
領
地
区
を
形
成
し

た
場
合
、
こ
の
輸
出
を
超
え
る
輸
入
の
部
分
に
か
か
る
費
用
を
、
米

英
両
国
が
ど
の
よ
う
な
割
合
で
分
担
し
て
負
担
す
る
の
か
、
と
い
う

こ
と
が
交
渉
で
争
わ
れ
た

A
D
B

。
本
稿
に
お
い
て
こ
の
問
題
に
着
目
す
る

の
は
、
こ
れ
が
統
合
占
領
地
区
形
成
を
め
ぐ
る
交
渉
に
お
い
て
両
国

間
の
最
大
の
争
点
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。

　

こ
の
問
題
が
、
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
の
間
で
大
き
な
問
題
と
な

っ
た
背
景
に
は
、
こ
の
費
用
負
担
を
、
ほ
ぼ
全
て
ド
ル
で
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
物
資
が

不
足
し
て
い
た
当
時
、
生
活
必
需
品
、
特
に
食
糧
の
輸
入
は
大
部
分

ド
ル
圏
に
依
存
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
統
合
占
領
地
区

か
ら
の
輸
出
に
関
し
て
、
基
本
的
に
ド
ル
決
済
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
た
こ
と
も
、
占
領
地
区
の
輸
入
に
お
い
て
ド
ル
が
使
用
さ
れ
る
可

能
性
を
著
し
く
高
め
て
い
た

A
E
B

。
ア
メ
リ
カ
は
と
も
か
く
、
戦
後
深
刻

な
ド
ル
不
足
状
態
に
あ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
か
ら
見
た
場
合
、
ド
ル
負
担

は
非
常
に
大
き
な
重
荷
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
に
そ
の
負
担
の
肩
代
わ

り
を
求
め
続
け
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
費
用
分
担
に
関
す
る
問
題

は
重
要
な
意
味
を
持
ち
、
交
渉
に
お
け
る
最
大
の
争
点
と
な
っ
た
。

す
な
わ
ち
こ
の
問
題
は
、
ア
メ
リ
カ
が
ド
イ
ツ
に
対
し
て
ど
の
程
度

責
任
を
負
う
意
思
を
持
っ
て
い
た
の
か
、
ま
た
イ
ギ
リ
ス
と
の
責
任

分
担
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
、
と
い
う
点
を
示
す

重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
と
い
え
る

A
F
B

。
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こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究

A
G
B

に
お
い
て
は
、
米
英
統
合
占
領
地
区
の
形

成
が
、
ド
イ
ツ
経
済
の
再
建
と
米
ソ
対
立
に
向
か
う
道
程
の
中
で
重

要
な
画
期
と
な
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
統

合
交
渉
が
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
合
意
に
至
っ
た

の
か
、
と
い
う
点
に
関
す
る
詳
細
な
分
析
は
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

特
に
、
本
報
告
で
取
り
上
げ
る
貿
易
に
関
す
る
占
領
費
の
分
担
を
め

ぐ
る
交
渉
に
つ
い
て
も
、
合
意
が
困
難
な
問
題
で
あ
っ
た
と
し
て
言

及
さ
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
、
米
英
交
渉
の
プ
ロ
セ
ス
を
、

こ
れ
ま
で
全
面
的
に
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
ポ
ツ
ダ
ム
協
定
以
来

の
貿
易
に
関
す
る
占
領
費
分
担
問
題
の
歴
史
的
経
緯
を
踏
ま
え
た
上

で
、
考
察
し
て
い
く
こ
と
を
課
題
と
し
て
い
る
。

　

以
下
の
本
稿
で
は
、
一
に
お
い
て
米
英
間
の
統
合
交
渉
以
前
に
お

け
る
両
占
領
地
区
の
費
用
分
担
問
題
に
つ
い
て
分
析
す
る
。
そ
の
後
、

二
、
三
に
お
い
て
一
九
四
六
年
七
月
〜
一
二
月
に
か
け
て
行
わ
れ
た

米
英
両
国
間
の
占
領
地
区
統
合
交
渉
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く

A
H
B

。

一　

ポ
ツ
ダ
ム
協
定
と
費
用
分
担
問
題
の
起
源

（
１
）
ポ
ツ
ダ
ム
協
定
と
プ
ー
リ
ン
グ
協
定

　

占
領
地
区
へ
の
生
活
必
需
品
の
供
給
に
と
も
な
っ
て
生
じ
る
費
用

の
分
担
問
題
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
か
ら
生
じ
て
い
た
。
ド
イ
ツ

は
一
九
四
五
年
五
月
八
日
に
降
伏
す
る
が
、
そ
れ
以
前
に
お
い
て
も

ド
イ
ツ
に
お
い
て
連
合
国
軍
が
占
領
し
て
い
る
地
域
は
存
在
し
て
い

た
。
こ
の
占
領
地
域
を
統
治
す
る
た
め
に
は
、
そ
こ
に
存
在
す
る
ド

イ
ツ
の
市
民
や
被
災
者
に
対
し
て
、
食
糧
な
ど
生
活
必
需
品
の
供
給

を
行
う
必
要
が
あ
り
、
そ
の
分
担
が
決
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
割
合

は
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
カ
ナ
ダ
の
比
率
が
、
六
七
：
二
五
：

八
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
三
国
は
、
食
糧
を
中
心
と
し
た
援
助
を
ド
イ

ツ
の
占
領
地
域
に
対
し
て
行
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
体
制
は
暫

定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
本
格
的
な
体
制
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
会
談
以
降

に
お
い
て
検
討
さ
れ
た

A
I
B

。

　

ポ
ツ
ダ
ム
会
談
に
お
い
て
成
立
し
た
ポ
ツ
ダ
ム
協
定
は
、
米
英
仏

ソ
に
よ
っ
て
分
割
占
領
す
る
ド
イ
ツ
占
領
地
区
を
、
単
一
経
済
体
と

し
て
運
営
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
お
り
、
貿
易
も
そ
の
対
象
と
な
っ

て
い
た

A
J
B

。
そ
の
た
め
ア
メ
リ
カ
は
、
一
九
四
五
年
八
月
か
ら
九
月
に

か
け
て
ド
イ
ツ
占
領
地
区
全
体
を
対
象
と
し
た
共
通
の
輸
出
入
計
画

を
策
定
す
べ
き
だ
と
他
の
参
加
国
に
対
し
て
主
張
し
た
。
こ
の
ア
メ

リ
カ
の
主
張
の
背
景
に
は
、
生
活
必
需
品
の
輸
入
に
要
す
る
費
用
の

分
担
問
題
が
存
在
し
た
。
戦
後
の
混
乱
の
中
で
外
貨
獲
得
手
段
を
持

た
ず
、
生
活
必
需
品
さ
え
自
力
で
輸
入
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
ド
イ

ツ
占
領
地
区
に
お
い
て
は
、
当
面
、
各
占
領
国
が
輸
入
に
要
す
る
費
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用
の
負
担
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
当
然
こ
の
各
占
領
国
の
費

用
負
担
は
、
そ
の
占
領
し
て
い
る
地
域
の
状
況
に
よ
っ
て
変
化
し
た
。

そ
こ
で
、
そ
の
費
用
負
担
を
調
整
す
る
た
め
に
、
各
占
領
地
域
の
輸

出
か
ら
得
ら
れ
た
外
貨
を
プ
ー
ル
し
、
各
占
領
地
区
の
輸
入
額
の
比

率
に
応
じ
て
、
そ
れ
を
分
配
す
る
仕
組
み
を
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た

A
K
B

。

　

こ
の
仕
組
み
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
各
国
の
軍
政
長
官
の
間
で

貿
易
政
策
を
調
整
し
、
輸
出
入
に
関
す
る
共
通
計
画
を
作
成
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
と
ソ
連
の
反
対

に
よ
っ
て
全
く
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
ポ
ツ
ダ
ム
会
談

に
お
い
て
占
領
地
区
を
割
り
当
て
ら
れ
た
も
の
の
、
ポ
ツ
ダ
ム
会
談

に
参
加
し
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
単
一
経
済
体
と
し
て
の
経
済
運

営
を
目
指
す
全
て
の
試
み
を
拒
否
し
て
い
た

A
L
B

。
ソ
連
は
、
自
国
の
経

済
復
興
の
た
め
に
自
占
領
地
区
か
ら
多
額
の
賠
償
を
獲
得
す
る
こ
と

を
目
標
と
し
て
お
り
、
共
通
の
貿
易
計
画
の
策
定
は
賠
償
問
題
が
解

決
し
た
後
に
す
べ
き
だ
と
の
態
度
を
取
っ
た
。
一
方
で
イ
ギ
リ
ス
は
、

共
通
の
輸
出
入
計
画
に
関
す
る
四
カ
国
合
意
が
早
期
に
成
立
す
る
見

通
し
は
な
い
と
み
て
お
り
、
さ
し
あ
た
り
ア
メ
リ
カ
と
の
間
で
輸
出

と
輸
入
に
関
わ
る
協
定
を
結
ぶ
方
向
性
を
打
ち
出
し
て
い
た

A
M
B

。
そ
し

て
結
局
、
仏
ソ
の
反
対
の
中
、
共
通
輸
出
入
計
画
の
策
定
は
ペ
ン
デ

ィ
ン
グ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
ア
メ
リ
カ
は
、
一
九
四
五

年
一
一
月
二
四
日
に
イ
ギ
リ
ス
と
両
占
領
地
区
の
貿
易
に
関
す
る
協

定̶

以
下
で
は
プ
ー
リ
ン
グ
協
定
と
呼
ぶ̶

を
結
ぶ
こ
と
に
な

っ
た

A
N
B

。

　

こ
の
プ
ー
リ
ン
グ
協
定
は
、
以
下
の
よ
う
な
内
容
を
持
っ
て
い
た
。

①
両
占
領
地
区
の
輸
出
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
外
貨
は
プ
ー
ル
さ
れ
、

占
領
地
区
の
輸
入
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
、
②
プ
ー
ル
さ
れ
た
利
益

の
米
英
へ
の
配
分
割
合
は
両
占
領
地
区
の
輸
入
額
の
比
率
に
基
づ
く
、

③
輸
入
に
利
用
で
き
る
通
貨
は
ド
ル
な
ど
交
換
性
を
持
つ
通
貨
の
み

で
あ
る
た
め
、
輸
出
は
ド
ル
及
び
交
換
性
を
持
つ
通
貨
に
よ
る
決
済

が
義
務
付
け
ら
れ
る
、
そ
れ
以
外
の
通
貨̶

つ
ま
り
ポ
ン
ド
の
よ

う
な
通
貨
は
、
特
別
な
場
合
に
の
み
利
用
で
き
る
、
④
こ
の
仕
組
み

は
輸
出
に
よ
っ
て
全
て
の
輸
入
に
対
す
る
支
払
い
が
で
き
る
よ
う
に

な
る
ま
で
継
続
す
る
、
⑤
四
占
領
国
の
間
で
合
意
が
成
立
し
た
場
合

は
、
そ
の
合
意
に
従
属
す
る

A
O
B

。
米
英
の
両
占
領
国
は
以
上
の
内
容
で

合
意
し
た
。
し
か
し
、
す
ぐ
に
危
機
が
訪
れ
た
。

（
２
）
プ
ー
リ
ン
グ
協
定
と
イ
ギ
リ
ス

 

協
定
が
締
結
さ
れ
て
以
後
も
、
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
の
経
済
状
況

は
大
き
く
低
迷
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
一
九
四
六
年
五
月
に
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閣
議
に
提
出
さ
れ
た
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
で
Ｅ
・
ベ
ビ
ン
（Ernest 

Bevin
）外
務
大
臣
は
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
の
状
況
を
、「
工
業
は
破

壊
さ
れ
、
食
糧
を
輸
入
す
る
こ
と
は
難
し
い
」
と
表
現
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
占
領
が
開
始
さ
れ
て
以
降
、
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
は
生
活

必
需
品
を
輸
入
す
る
能
力
に
欠
け
た
ま
ま
で
あ
り
、
そ
れ
を
補
う
た

め
の
イ
ギ
リ
ス
自
身
の
支
出
が
ま
す
ま
す
増
大
し
て
い
く
形
に
な
っ

て
い
た

A
P
B

。

　

こ
う
し
た
状
況
の
中
イ
ギ
リ
ス
は
、
こ
の
協
定
が
自
国
に
と
っ
て

不
利
な
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
は
じ
め
た
。
こ
の
点
を
表
１
か
ら
確

認
し
て
い
く
。
表
１
は
、
一
九
四
六
年
三
月
三
一
日
ま
で
の
米
英
占

領
地
区
の
輸
出
入
に
つ
い
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
の
期

間
の
両
占
領
地
区
か
ら
の
輸
出
額
の
合
計
は
、
イ
ギ
リ
ス
地
区
＝
六

一
四
〇
万
ド
ル
、
ア
メ
リ
カ
地
区
＝
四
五
〇
万
ド
ル
で
六
五
九
〇
万

ド
ル
と
な
る
。
そ
し
て
全
輸
入
額
二
億
四
二
七
〇
万
ド
ル
の
内
、
ア

メ
リ
カ
は
五
一
・
三
％
、
イ
ギ
リ
ス
は
四
八
・
七
％
を
負
担
し
て
い

る
。
プ
ー
リ
ン
グ
協
定
に
従
っ
て
、
輸
出
の
総
額
を
こ
の
割
合
で
分

配
し
た
場
合
、
イ
ギ
リ
ス
は
三
二
一
〇
万
ド
ル
、
ア
メ
リ
カ
は
三
三

八
〇
万
ド
ル
、
と
な
る
。
こ
の
場
合
、
単
独
で
六
一
四
〇
万
ド
ル
の

輸
出
を
行
っ
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
は
、
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
、
二
九
三

〇
万
ド
ル
の
支
払
い
を
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
結
果
イ
ギ

リ
ス
の
負
担
額
は
、
プ
ー
リ
ン
グ
協
定
が
な
い
場
合
は
五
六
七
〇
万

ド
ル
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
プ
ー
リ
ン
グ
協
定
で
調
整
後
は
八
六
〇

〇
万
ド
ル
と
増
額
し
て
し
ま
う
。
逆
に
ア
メ
リ
カ
の
場
合
、
一
億
二

〇
一
〇
万
ド
ル
か
ら
九
〇
八
〇
万
ド
ル
へ
と
負
担
額
が
減
少
す
る
。

つ
ま
り
、
イ
ギ
リ
ス
は
プ
ー
リ
ン
グ
協
定
を
履
行
す
る
よ
り
も
、
自

身
の
占
領
地
区
の
み
で
貿
易
を
行
う
方
が
、
負
担
が
少
な
く
な
る
と

い
う
状
況
に
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
イ
ギ
リ
ス
は
、
プ
ー
リ
ン
グ
協
定
を

廃
棄
し
、
自
身
の
占
領
地
区
か
ら
の
輸
出
で
得
た
資
金
を
、
低
迷
し

て
い
る
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
経
済
の
た
め
に
全
て
使
用
す
る
こ
と
で
、

本
国
の
占
領
地
区
に
対
す
る
負
担
を
軽
減
し
た
い
と
考
え
た
の
で
あ

っ
た
。

　

そ
こ
で
、
一
九
四
六
年
三
月
一
二
日
に
イ
ギ
リ
ス
軍
政
長
官
Ｂ
・

ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
（Brian Robertson

）
は
、
Ｏ
Ｍ
Ｇ
Ｕ
Ｓ
に
対
し
て
、

プ
ー
リ
ン
グ
協
定
を
停
止
す
る
と
通
告
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
Ｏ
Ｍ

Ｇ
Ｕ
Ｓ
長
官
代
理
で
あ
っ
た
ク
レ
イ
は
、
三
月
一
五
日
に
協
定
の
停

止
は
軍
政
府
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
政
府
レ
ベ
ル
で
の
合
意
が
必
要
と

拒
否
し
、
協
定
内
容
の
実
行
を
求
め
た
。
し
か
し
、
一
九
四
六
年
三

月
二
一
日
付
書
簡
で
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
、
協
定
は
改
定
が
必
要
で
あ

り
、
も
は
や
イ
ギ
リ
ス
は
有
効
と
み
な
し
て
い
な
い
と
回
答
し
た
。

し
か
し
ク
レ
イ
は
再
び
口
頭
で
、
協
定
は
一
方
的
に
停
止
で
き
な
い
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と
主
張
し
、
政
府
レ
ベ
ル
で
の
話
し
合
い
を
要
求
し
た
。
こ
れ
に
応

じ
た
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
、
一
九
四
六
年
三
月
二
八
日
付
け
の
書
簡
で
、

「
ロ
ン
ド
ン
は
、
現
在
の
輸
出
余
剰
の
分
配
の
割
合
に
不
満
を
持
ち
、

改
定
し
た
い
と
し
て
い
る
。
私
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
と
こ
の
交
渉
を
す

べ
き
だ
と
主
張
し
、
そ
う
し
た
こ
と
が
行
わ
れ
そ
う
だ
と
の
情
報
を

得
た
。
し
か
し
、
プ
ー
リ
ン
グ
協
定
は
三
月
三
一
日
で
停
止
さ
れ

る
」
と
述
べ
、
従
来
の
主
張
を
繰
り
返
し
た

A
Q
B

。

　

し
か
し
、
こ
の
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
書
簡
は
正
し
い
事
実
を
伝
え
た

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
、
プ
ー
リ
ン
グ
協
定
を
一

方
的
に
停
止
し
、
国
務
省
に
対
し
て
、
一
九
四
六
年
五
月
二
三
日
に

な
っ
て
や
っ
と
通
告
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
一
九
四
六

年
三
月
三
一
日
ま
で
の
分
さ
え
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
支
払
わ
な
か
っ

た

A
R
B

。

　

以
上
の
よ
う
に
プ
ー
リ
ン
グ
協
定
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
イ
ギ
リ
ス

側
の
一
方
的
な
通
告
に
終
始
し
、
ア
メ
リ
カ
側
に
大
き
な
不
満
を
残

し
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
米
英
統
合
占
領
地
区
形
成
へ
の
機
運

が
盛
り
上
り
、
交
渉
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
統
合
交

渉
の
中
で
こ
の
問
題
は
再
び
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

表１　1946年3月31日までの米英占領地区の輸出入統計 （単位：100万＄）
イギリス アメリカ 合　計

1946年3月31日までの輸出額 61.4　 　4.5 　  65.9 　

1946年3月31日までの輸入額（分担比率）
118.1 　
（48．7％）

124.6 　
（51．3％）

242.7 　
（100．0％）

輸入の分担比率に応じた輸出額の配分 32．1＊  33.8 　  65.9 　
プーリング協定による調整がない場合の負担額 56.7　 120.1 　 176.8 　
プーリング協定による調整後の負担額 86.0　  90.8 　 176.8 　
出典：Figures of Past Imports and Exports, no date, Minutes of the Meeting, RG 59 ; Pooling 

of Past Proceeds of Exports from the British and U. S. Zones -Synopsis of the Problem- , 
November 18, 1946, Minutes of the Meeting, RG 59.より作成。

　＊イギリス占領地区の輸出額6140万ドルから2930万ドル（6140万ドル－3210万ドル）がアメリ
カ占領地区へと支払われなければならない。
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二　

米
英
統
合
占
領
地
区
の
提
案
と
準
備
交
渉

（
１
）
ア
メ
リ
カ
の
ド
イ
ツ
占
領
政
策
の
転
換
と
米
英
統
合
占
領
地
区
の
提
案

　
「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
ド
イ

ツ
占
領
政
策
は
当
初
ド
イ
ツ
の
経
済
復
興
を
抑
制
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
実
際
に
占
領
が
開
始
さ
れ
て
以
降
の
ド
イ
ツ
経
済
の

行
き
詰
ま
り
は
、
Ｊ
Ｃ
Ｓ
一
〇
六
七
と
ポ
ツ
ダ
ム
協
定
路
線
へ
の
批

判
を
生
み
出
し
、
国
務
省
・
陸
軍
省
・
Ｏ
Ｍ
Ｇ
Ｕ
Ｓ
に
よ
る
ド
イ
ツ

復
興
路
線
が
ド
イ
ツ
政
策
の
主
軸
と
し
て
台
頭
し
て
く
る
こ
と
に
な

っ
た
。

　

そ
う
し
た
状
況
の
中
で
ク
レ
イ
は
、
一
九
四
六
年
五
月
二
六
日
付

の
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
で
、
も
し
ソ
連
と
フ
ラ
ン
ス
が
、
単
一
経
済
体
と

し
て
の
経
済
運
営
に
同
意
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
は
イ
ギ

リ
ス
と
の
間
だ
け
で
も
占
領
地
区
の
統
合
に
向
か
う
べ
き
だ
、
と
の

提
起
を
行
っ
た

A
S
B

。
ク
レ
イ
は
、
部
分
的
に
で
も
単
一
経
済
体
と
し
て

の
経
済
運
営
の
方
向
に
進
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
ソ
連
と
フ
ラ
ン
ス
に

圧
力
を
か
け
、
全
占
領
地
区
を
対
象
と
し
た
単
一
経
済
体
と
し
て
の

経
済
運
営
を
実
現
し
、
ド
イ
ツ
の
経
済
復
興
を
促
進
さ
せ
る
こ
と
を

意
図
し
て
い
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
国
務
省
は
違
っ
た
見
解
を
持
っ
て
い
た
。
Ｏ
Ｍ
Ｇ

Ｕ
Ｓ
と
国
務
省
が
一
枚
岩
で
あ
っ
た
の
は
ド
イ
ツ
経
済
を
復
興
さ
せ

る
と
い
う
一
点
で
し
か
な
か
っ
た
。
特
に
、
単
一
経
済
体
と
し
て
の

占
領
地
区
の
運
営
を
重
視
す
る
ク
レ
イ
と
、
も
は
や
ソ
連
と
の
交
渉

は
意
味
を
失
い
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
国
務
省
の
官
僚

達
と
の
間
に
は
大
き
な
政
策
構
想
の
違
い
が
あ
っ
た
。
国
務
省
の
官

僚
た
ち
は
、
こ
の
米
英
統
合
占
領
地
区
の
実
現
に
関
す
る
提
案
を
、

単
一
経
済
体
と
し
て
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
分
割
へ
の
ス
テ
ッ
プ
と
し

て
捉
え
て
い
た

A
T
B

。

　

し
か
し
、
国
務
長
官
で
あ
る
バ
ー
ン
ズ
は
ク
レ
イ
の
側
に
立
ち
、

あ
く
ま
で
も
単
一
経
済
体
形
成
へ
の
第
一
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
こ
の

ク
レ
イ
の
提
案
を
位
置
づ
け
、
パ
リ
外
相
会
談
（
一
九
四
六
年
六
月

一
五
日
〜
七
月
一
二
日
）
に
臨
む
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
四
六
年
七

月
一
一
日
の
会
談
に
お
い
て
、
バ
ー
ン
ズ
は
統
合
占
領
地
区
の
実
現

を
提
案
し
、
も
し
全
占
領
国
の
同
意
が
な
い
場
合
で
も
合
意
し
た
占

領
国
の
み
で
統
合
占
領
地
区
を
形
成
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
さ
ら

に
、
一
九
四
六
年
七
月
二
〇
日
に
ベ
ル
リ
ン
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た

軍
政
府
間
の
調
整
を
行
う
常
設
機
構
で
あ
る
管
理
委
員
会
に
お
い
て
、

ア
メ
リ
カ
代
表
で
あ
る
Ｏ
Ｍ
Ｇ
Ｕ
Ｓ
長
官
Ｊ
・
Ｒ
・
マ
ク
ナ
ー
ニ
ー

（Joseph R. M
cN
arney

）
は
、
占
領
地
区
の
統
合
を
目
指
す
同
様

の
提
案
を
行
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
各
国
の
検
討
が
開
始
さ
れ
た

A
U
B

。
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（
２
）
イ
ギ
リ
ス
の
ド
イ
ツ
占
領
政
策
と
提
案
の
受
諾

　

こ
の
ア
メ
リ
カ
の
提
案
に
イ
ギ
リ
ス
は
い
か
に
対
応
し
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
ル
ー
ル
地
域
を
抱
え
る
イ
ギ
リ
ス
の
ド
イ
ツ
占
領
政
策
は
、

当
初
、
フ
ラ
ン
ス
と
同
じ
く
ル
ー
ル
地
域
の
分
離
独
立
を
支
持
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
主
と
し
て
占
領
費
用
の
問
題
か
ら
ル
ー

ル
地
域
を
分
離
せ
ず
に
、
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
に
留
め
、
積
極
的
に

再
建
す
る
方
針
へ
と
転
換
し
て
い
た
。
イ
ギ
リ
ス
は
、
こ
の
政
策
に

よ
っ
て
占
領
地
区
の
再
建
を
早
め
、
占
領
地
区
に
対
す
る
支
出̶

特
に
食
糧
輸
入
に
要
す
る
ド
ル
支
出̶
を
削
減
す
る
こ
と
を
狙
っ

て
い
た

A
V
B

。

　

イ
ギ
リ
ス
が
、
こ
の
よ
う
に
海
外
支
出
の
削
減
を
目
指
し
た
背
景

に
は
、
ポ
ン
ド
の
交
換
性
回
復
の
問
題
が
あ
っ
た
。
第
二
次
世
界
大

戦
終
了
時
に
お
い
て
多
額
の
対
外
債
務
を
抱
え
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
は
、

ア
メ
リ
カ
か
ら
の
ド
ル
援
助
を
求
め
た
。
そ
の
結
果
、
成
立
し
た
の

が
米
英
金
融
協
定
（
一
九
四
五
年
一
二
月
六
日
調
印
）
で
あ
っ
た
。
複

雑
か
つ
困
難
な
交
渉
の
末
成
立
し
た
こ
の
協
定
の
下
で
イ
ギ
リ
ス
は
、

利
率
二
％
で
三
七
億
五
〇
〇
〇
万
ド
ル
の
借
款
を
ア
メ
リ
カ
か
ら
得

る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
条
件
と
し
て
、
協
定
が
発
効
し

て
か
ら
一
年
以
内
（
一
九
四
七
年
七
月
一
五
日
ま
で
）
に
ポ
ン
ド
の
交

換
性
を
回
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
こ
の
交
換
性
回
復
の

実
行
に
備
え
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
海
外
支
出
、
特
に
ド
ル
支
出
を
で

き
る
だ
け
削
減
し
よ
う
と
試
み
て
お
り
、
ド
イ
ツ
の
占
領
費
も
そ
の

対
象
と
な
っ
て
い
た

A
W
B

。

　

し
か
し
、
そ
の
際
に
は
ル
ー
ル
か
ら
の
石
炭
輸
出
が
、
ポ
ツ
ダ
ム

協
定
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
い
る
と
い
う
大
き
な
問
題
が
あ
っ
た
。

ル
ー
ル
の
石
炭
は
米
英
仏
ソ
の
間
で
決
定
さ
れ
た
量
を
、
各
占
領
地

区
に
輸
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
そ
の
場
合
の
支

払
は
ド
ル
な
ど
の
交
換
性
を
持
つ
外
貨
で
は
な
く
、
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル

ク
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
イ
ギ
リ
ス
と
し
て
は
、
ル
ー
ル
の
全
て
の

石
炭
を
輸
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ド
ル
を
獲
得
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、

占
領
地
区
内
で
自
地
区
の
復
興
の
た
め
自
由
に
石
炭
を
使
用
す
る
こ

と
も
出
来
な
か
っ
た
。
ゆ
え
に
、
イ
ギ
リ
ス
と
し
て
は
何
ら
か
の
対

応
が
迫
ら
れ
て
い
た

A
X
B

。
こ
う
し
た
時
期
に
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
統
合

占
領
地
区
形
成
の
提
案
が
な
さ
れ
た
。

　

イ
ギ
リ
ス
は
一
九
四
六
年
七
月
二
五
日
に
開
催
さ
れ
た
閣
議
に
お

い
て
こ
の
提
案
を
検
討
し
た
。
ま
ず
、
パ
リ
か
ら
帰
国
し
た
ベ
ビ
ン

外
務
大
臣
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
提
案
に
関
す
る
説
明
が
あ
っ
た
。
ベ
ビ

ン
は
、
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
に
対
す
る
大
規
模
な
支
出
を
減
ら
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
は
イ
ギ
リ
ス
占

領
地
区
か
ら
の
石
炭
輸
出
全
て
に
ド
ル
決
済
を
義
務
付
け
る
か
、
ア



150151

メ
リ
カ
か
ら
の
提
案
を
受
け
入
れ
る
か
の
ど
ち
ら
か
し
か
な
い
。
前

者
の
選
択
肢
は
非
現
実
的
で
あ
り
、
後
者
を
採
用
す
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
理
由
は
、
第
一
に
、
経
済
的
な
観
点
か
ら
は
ア
メ
リ
カ
の
提
案

を
受
け
入
れ
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
ア
メ
リ
カ
に
負
担
を

多
く
負
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
、
財
政
的
な
負
担
を
減
ら
す
こ
と
が
で

き
る
。
特
に
、
イ
ギ
リ
ス
が
苦
し
ん
で
い
る
ド
ル
圏
か
ら
の
食
糧
の

調
達
を
有
利
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
に
、
ソ
連
と
の
東
西
分

裂
の
危
険
を
高
め
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
今
よ
り
も
悪
く
な
り
は
し

な
い
、
む
し
ろ
両
国
の
統
合
と
い
う
決
定
的
な
行
動
が
、
ソ
連
に
良

い
影
響
を
与
え
る
、
と
提
案
を
受
け
入
れ
る
べ
き
理
由
を
説
明
し
た
。

閣
議
は
、
こ
の
ベ
ビ
ン
の
説
明
を
認
め
、
統
合
占
領
地
区
形
成
の
交

渉
に
応
じ
る
こ
と
を
決
定
し
、
七
月
三
〇
日
に
開
催
さ
れ
る
ベ
ル
リ

ン
の
管
理
委
員
会
に
お
い
て
表
明
す
る
こ
と
に
な
っ
た

A
Y
B

。

　

七
月
三
〇
日
に
開
催
さ
れ
た
管
理
委
員
会
に
お
い
て
イ
ギ
リ
ス
は
、

こ
の
提
案
を
ド
イ
ツ
分
割
へ
の
ス
テ
ッ
プ
と
は
み
な
し
て
い
な
い
と

発
言
し
、
ア
メ
リ
カ
の
提
案
を
受
け
入
れ
る
と
述
べ
た
。
こ
れ
に
対

し
て
ソ
連
は
、
ア
メ
リ
カ
の
提
案
は
分
割
を
促
進
す
る
も
の
だ
と
し

て
反
対
し
、
フ
ラ
ン
ス
は
何
の
回
答
も
行
わ
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、

ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
の
み
で
統
合
占
領
地
区
を
形
成
す
る
交
渉
へ

と
入
る
こ
と
に
な
っ
た

A
Z
B

。

（
３
）
ベ
ル
リ
ン
に
お
け
る
準
備
交
渉
と
積
み
残
さ
れ
た
論
点

　

米
英
統
合
占
領
地
区
形
成
を
め
ぐ
る
交
渉
は
、
ま
ず
、
ベ
ル
リ
ン

に
お
い
て
米
英
軍
政
府
の
間
で
行
わ
れ
た
。
第
一
回
会
議
は
、
一
九

四
六
年
八
月
九
日
に
開
催
さ
れ
、
四
点
の
基
本
的
な
合
意
が
成
立
し

た
。
①
共
通
の
生
活
水
準
の
維
持
、
②
占
領
地
区
に
存
在
す
る
資
源

の
平
等
な
利
用
、
③
共
通
の
輸
出
入
計
画
の
策
定
、
④
ポ
ン
ド
で
の

輸
入
が
必
要
と
さ
れ
る
範
囲
に
限
り
、
ポ
ン
ド
で
の
輸
出
が
認
め
ら

れ
る
。
そ
の
他
の
場
合
は
ド
ル
を
使
用
す
る

A
[
B

、
と
い
う
四
点
で
あ
る
。

　

こ
の
第
一
回
会
議
後
、
米
英
軍
政
府
の
代
表
者
か
ら
な
る
委
員
会

を
設
置
し
、
三
回
の
会
議
を
経
て
議
論
を
深
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
議
論
の
中
で
、
両
占
領
国
の
管
理
の
下
、
ド
イ
ツ
人
の
代
表
者

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
統
合
占
領
地
区
の
経
済
を
統
一
的
に
運
営
す

る
た
め
の
各
種
委
員
会
（
経
済
運
営
、
金
融
、
食
糧
と
農
業
、
交
通
、

郵
便
と
通
信
の
各
分
野
）
を
設
立
す
る
合
意
が
成
立
し
た
。
し
か
し
、

統
合
占
領
地
区
に
お
け
る
費
用
分
担
の
問
題
を
め
ぐ
り
両
国
は
対
立

し
、
最
終
的
な
合
意
に
至
ら
な
か
っ
た

A
\
B

。

　

で
は
、
こ
の
米
英
両
国
間
の
最
大
の
対
立
点
で
あ
っ
た
費
用
分
担

の
問
題
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
、

二
つ
の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。

　

第
一
の
部
分
は
、
プ
ー
リ
ン
グ
協
定
の
下
で
の
費
用
分
担
の
問
題
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で
あ
っ
た
。
一
で
分
析
し
た
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
側
は
、
一
九
四
六

年
三
月
三
一
日
に
プ
ー
リ
ン
グ
協
定
は
失
効
し
て
い
る
と
主
張
し
て

い
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
ま
で
の
部
分
で
あ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
に
対
し

て
支
払
い
の
意
思
が
あ
る
こ
と
を
表
明
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ア
メ

リ
カ
側
は
、
プ
ー
リ
ン
グ
協
定
は
失
効
し
て
い
な
い
と
主
張
し
、
そ

れ
以
降
の
部
分
、
す
な
わ
ち
一
九
四
六
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
の
部

分
に
つ
い
て
の
支
払
い
を
求
め
た

A
]
B

。

　

こ
の
両
国
の
主
張
の
背
景
を
、
前
掲
表
１
と
表
２
か
ら
確
認
し
て

み
る
。
表
２
は
、
一
九
四
六
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
の
米
英
占
領
地

区
の
輸
出
入
統
計
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
米
英
軍
政
当
局
に
よ
っ

て
推
計
さ
れ
、
交
渉
時
の
議
論
の
基
礎
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
表

２
に
よ
れ
ば
、
両
者
の
輸
出
額
の
合
計
は
、
一
億
六
七
九
〇
万
ド
ル

と
な
る
。
そ
し
て
、
全
輸
入
額
七
億
一
八
三
〇
万
ド
ル
の
内
、
イ
ギ

リ
ス
は
五
七
・
六
％
、
ア
メ
リ
カ
は
四
二
・
四
％
を
負
担
し
て
い
る
。

プ
ー
リ
ン
グ
協
定
に
従
い
、
輸
出
の
総
額
を
こ
の
割
合
で
分
配
す
る

と
、
イ
ギ
リ
ス
は
九
六
七
〇
万
ド
ル
、
ア
メ
リ
カ
は
七
一
二
〇
万
ド

ル
と
な
る
。
こ
の
場
合
、
一
億
五
三
四
〇
万
ド
ル
を
輸
出
し
て
い
る

イ
ギ
リ
ス
は
、
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
、
五
六
七
〇
万
ド
ル
の
支
払
い

を
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
表
１
と
２
か
ら
読
み

取
れ
る
の
は
、
三
月
三
一
日
ま
で
の
場
合
、
イ
ギ
リ
ス
の
ア
メ
リ
カ

表２　1946年12月31日までの米英占領地区の輸出入統計 （単位：100万＄）
イギリス アメリカ 合　計

1946年12月31日までの輸出額 153.4  14.5 　  167.9 　

1946年12月31日までの輸入額（分担比率）
413.4
（57.6％）

304.9 　
（42.4％）

 718.3 　
（100.0％）

輸入の分担比率に応じた輸出額の配分  96.7＊  71.2 　  167.9 　
プーリング協定による調整がない場合の負担額 260.0 290.4 　  550.4 　
プーリング協定による調整後の負担額 316.7 233.7 　  550.4 　
出典：Figures of Past Imports and Exports, no date, Minutes of the Meeting, RG 59 ; Pooling 

of Past Proceeds of Exports from the British and U. S. Zones -Synopsis of the Problem- , 
November 18, 1946, Minutes of the Meeting, RG 59.より作成。

　＊イギリス占領地区の輸出額1億5340万ドルから5670万ドル（1億5340万ドル－9670万ドル）が
アメリカ占領地区へと支払われなければならない。
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へ
の
支
払
い
は
二
九
三
〇
万
ド
ル
で
あ
り
、
一
二
月
三
一
日
ま
で
の

場
合
は
、
五
六
七
〇
万
ド
ル
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
海
外
支

出
を
少
し
で
も
節
約
し
た
い
と
考
え
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
は
、
前
者
の

採
用
を
強
く
主
張
し
、
両
国
は
合
意
に
達
し
な
か
っ
た
。

　

第
二
の
部
分
は
、
統
合
占
領
地
区
形
成
後
の
貿
易
か
ら
生
じ
る
赤

字
部
分
の
分
担
比
率
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
っ
た
。
第
一
回
会
合
に
お

い
て
イ
ギ
リ
ス
側
は
、
費
用
負
担
を
平
等
に
、
五
〇
：
五
〇
に
す
べ

き
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
側
の
提
案
は
、
各
占
領

地
区
の
人
口
比
に
応
じ
て
費
用
を
分
担
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
イ
ギ
リ
ス
地
区
＝
二
二
二
四
万
四
八
〇
〇
人
、
ア
メ
リ
カ

地
区
＝
一
六
九
〇
万
人
の
比
率
、
す
な
わ
ち
、
イ
ギ
リ
ス
五
七
：
ア

メ
リ
カ
四
三
と
い
う
比
率
で
分
担
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
ア
メ
リ

カ
が
、
こ
う
し
た
主
張
を
行
っ
た
の
は
、
人
口
を
基
礎
と
し
た
方
が

占
領
地
区
の
小
さ
い
フ
ラ
ン
ス
と
ソ
連
が
後
か
ら
加
わ
り
や
す
く
な

る
、
と
考
え
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
イ
ギ
リ
ス
は
、
イ

ギ
リ
ス
占
領
地
区
の
方
が
輸
出
に
貢
献
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
、

妥
協
案
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
五
二
：
ア
メ
リ
カ
四
八
を
提
案
し
た

A
^
B

。

　

交
渉
に
当
た
っ
て
い
た
ク
レ
イ
は
陸
軍
省
に
対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス

占
領
地
区
に
お
い
て
輸
出
に
従
事
す
る
人
々
や
ル
ー
ル
地
域
に
お
け

る
炭
鉱
労
働
者
の
貢
献
を
加
味
し
、
提
案
し
た
比
率
を
イ
ギ
リ
ス
寄

り
に
見
直
し
て
妥
協
点
を
探
っ
て
い
く
こ
と
を
報
告
し
た
上
で
、
最

終
的
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
提
案
に
応
じ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
両
国
政
府

間
で
の
交
渉
に
持
ち
越
す
の
か
に
関
す
る
指
示
を
陸
軍
省
に
要
請
し

た
。
陸
軍
省
は
、
ク
レ
イ
が
イ
ギ
リ
ス
と
の
間
で
適
当
な
妥
協
点
を

見
出
せ
な
い
場
合
、
も
し
必
要
で
あ
れ
ば
五
〇
：
五
〇
の
イ
ギ
リ
ス

側
の
当
初
の
提
案
に
応
じ
る
線
ま
で
譲
歩
す
る
こ
と
を
容
認
し
た

A
_
B

。

こ
れ
を
受
け
て
ア
メ
リ
カ
側
は
、
九
月
一
四
日
の
会
合
に
お
い
て
イ

ギ
リ
ス
＝
五
三
：
ア
メ
リ
カ
＝
四
七
を
提
案
し
、
ク
レ
イ
と
ロ
バ
ー

ト
ソ
ン
は
、
負
担
の
分
担
割
合
に
関
し
て
合
意
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

た
だ
し
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
本
国
政
府
の
同
意
が
あ
れ
ば
、
と
い
う
条

件
付
で
あ
っ
た

A
`
B

。
し
か
し
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
と
ク
レ
イ
の
合
意
に
対
し

て
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
同
意
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
ベ
ビ
ン
は
、
こ
の

合
意
を
イ
ギ
リ
ス
の
負
担
が
重
過
ぎ
る
と
判
断
し
て
、
問
題
を
政
府

間
協
議
で
解
決
す
る
方
針
を
採
用
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
折

か
ら
開
催
中
で
あ
っ
た
パ
リ
講
和
会
議
に
お
い
て
バ
ー
ン
ズ
と
交
渉

し
、
一
一
月
か
ら
ワ
シ
ン
ト
ン
に
お
い
て
費
用
負
担
を
め
ぐ
る
米
英

交
渉
を
行
う
合
意
を
取
り
付
け
た
。
ク
レ
イ
は
、
十
月
十
四
日
に
バ

ー
ン
ズ
か
ら
こ
の
こ
と
を
伝
え
ら
れ
た

A
a
B

。
そ
し
て
、
一
九
四
六
年
一

一
月
に
入
っ
た
直
後
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
外
相
会

談
（
一
九
四
六
年
一
一
月
四
日
〜
一
二
月
一
二
日
）
が
終
わ
る
ま
で
、
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協
定
の
財
政
的
な
側
面
に
関
し
て
は
な
ん
ら
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
す

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
、
と
ク
レ
イ
に
伝
え
た

A
b
B

。
し
か
し
当
初
、

五
〇
：
五
〇
を
イ
ギ
リ
ス
側
が
主
張
し
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の

交
渉
に
大
き
な
影
を
落
と
す
こ
と
に
な
っ
た

A
c
B

。

三　

統
合
占
領
地
区
形
成
を
め
ぐ
る
米
英
交
渉

（
１
）
米
英
両
国
の
方
針

　

ま
ず
、
イ
ギ
リ
ス
の
方
針
か
ら
見
て
い
く
。
イ
ギ
リ
ス
は
、
自
国

の
困
難
な
財
政
・
金
融
状
況
を
説
明
し
、「
ア
メ
リ
カ
政
府
が
両
占

領
地
区
に
か
か
る
費
用
の
で
き
る
だ
け
大
き
な
部
分
を
負
担
す
る
よ

う
に
説
得
す
る
こ
と
」
を
最
大
の
目
標
と
し
て
い
た
。
具
体
的
に
は
、

第
一
に
、
プ
ー
リ
ン
グ
協
定
に
つ
い
て
は
、
そ
の
義
務
か
ら
完
全
に

逃
れ
る
こ
と
を
目
指
す
の
で
は
な
く
、
そ
の
好
ま
し
い
解
釈
、
つ
ま

り
、
一
九
四
六
年
三
月
三
一
日
で
協
定
は
失
効
し
た
と
の
解
釈
を
目

標
と
す
べ
き
。
第
二
に
、
費
用
負
担
の
割
合
に
つ
い
て
は
、
五
〇
：

五
〇
の
割
合
で
負
担
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
＝
二

〇
：
ア
メ
リ
カ
＝
八
〇
を
要
求
す
る
。
イ
ギ
リ
ス
は
以
上
の
二
点
を

交
渉
で
の
目
標
と
し
た

A
d
B

。

　

こ
れ
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
の
方
針
は
、
費
用
負
担
の
割
合
に
つ
い

て
は
、
イ
ギ
リ
ス
軍
政
府
が
従
来
提
案
し
て
き
た
五
〇
：
五
〇
を
主

張
す
る
。
た
だ
し
、
プ
ー
リ
ン
グ
協
定
に
お
い
て
一
九
四
六
年
一
二

月
三
一
日
の
分
ま
で
支
払
う
こ
と
に
関
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
が
合
意
す

る
場
合
に
限
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
以
上
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ

カ
は
イ
ギ
リ
ス
に
対
し
て
、
ベ
ル
リ
ン
で
の
軍
政
府
同
士
の
交
渉
時

点
の
条
件
か
ら
一
切
譲
歩
し
な
い
方
針
を
固
め
て
い
た

A
e
B

。
こ
う
し
た

強
硬
な
方
針
を
ア
メ
リ
カ
が
採
用
し
た
背
景
に
は
以
下
の
二
点
が
存

在
し
た
。

　

第
一
に
、
一
九
四
六
年
一
一
月
に
行
わ
れ
た
中
間
選
挙
に
お
い
て

共
和
党
が
勝
利
を
収
め
、
一
九
四
七
年
か
ら
共
和
党
が
上
下
両
院
で

多
数
派
を
占
め
る
議
会
が
誕
生
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
議

会
の
議
席
数
は
、
一
九
二
〇
年
代
は
共
和
党
が
常
に
優
勢
だ
っ
た
が
、

一
九
三
三
年
か
ら
始
ま
る
第
七
三
議
会
以
降
、
民
主
党
が
優
勢
と
な

っ
た
。
し
か
し
、
一
九
三
七
年
に
始
ま
る
第
七
五
議
会
を
頂
点
と
し

て
、
民
主
党
が
両
院
で
多
数
派
を
占
め
る
構
図
は
変
化
し
な
い
も
の

の
、
共
和
党
と
の
差
は
徐
々
に
縮
ま
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の

流
れ
の
中
で
逆
転
が
生
じ
た
の
が
一
九
四
七
年
に
始
ま
る
第
八
〇
議

会
で
あ
っ
た
。
第
八
〇
議
会
は
、
上
院
で
は
共
和
党
五
一
、
民
主
党

四
五
、
下
院
で
は
共
和
党
二
四
五
、
民
主
党
一
八
八
と
共
和
党
が
両

院
で
多
数
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た

A
f
B

。

　

こ
の
点
が
重
要
な
の
は
、
ア
メ
リ
カ
外
交
に
占
め
る
議
会
の
位
置
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が
非
常
に
大
き
い
た
め
で
あ
っ
た
。
上
院
は
条
約
な
ど
の
承
認
の
権

限
を
持
ち
、
対
外
政
策
に
介
入
し
た
。
ま
た
予
算
面
に
お
い
て
は
、

政
府
は
な
ん
ら
権
限
を
持
た
ず
、
議
会
の
み
が
権
限
を
有
し
て
い
た
。

ゆ
え
に
、
予
算
を
通
じ
て
対
外
政
策
に
影
響
力
を
行
使
す
る
こ
と
も

可
能
で
あ
っ
た
。
第
八
〇
議
会
で
は
、
共
和
党
が
主
導
権
を
確
立
し

た
た
め
、
民
主
党
で
あ
る
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
は
、
共
和
党
の
均
衡
財

政
主
義
者
か
ら
の
財
政
支
出
削
減
を
求
め
る
要
求
に
対
応
す
る
必
要

が
あ
っ
た
。
ま
た
、
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
の
ド
イ
ツ
占
領
政
策
は
ソ
連

へ
の
妥
協
的
な
対
応
に
終
始
し
て
い
る
、
と
の
共
和
党
か
ら
の
批
判

に
も
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
は
対
外
政
策
の
遂

行
に
必
要
な
予
算
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を

意
味
し
た
。
ド
イ
ツ
占
領
地
区
へ
の
実
質
的
な
援
助
を
意
味
す
る
こ

の
費
用
分
担
に
関
す
る
支
出
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
こ

と
か
ら
ア
メ
リ
カ
政
府
は
議
会
の
動
向
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
く
な

り
、
イ
ギ
リ
ス
に
対
し
て
大
幅
な
譲
歩
を
行
う
こ
と
が
出
来
な
い
状

況
に
あ
っ
た

A
g
B

。

　

第
二
に
、
ア
メ
リ
カ
の
イ
ギ
リ
ス
の
ド
ル
不
足
問
題
へ
の
楽
観
的

な
認
識
の
存
在
が
あ
っ
た
。
米
英
交
渉
の
準
備
と
し
て
国
務
省
ド
イ

ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
部
局
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
の
ド
ル

不
足
問
題
に
関
す
る
文
書
は
、「
イ
ギ
リ
ス
の
ド
ル
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン

は
、
イ
ギ
リ
ス
へ
の
貸
付
の
時
点
で
想
定
し
て
い
た
よ
り
も
良
く
な

っ
て
い
る
」
と
評
価
し
て
い
た
。
そ
し
て
同
文
書
は
、
最
新
の
状
況

か
ら
判
断
す
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
米
英
金
融
協
定
に
基
づ
く
借

款
か
ら
の
引
き
出
し̶

こ
の
時
点
で
六
億
ド
ル
を
引
き
出
し
て
い

た̶

は
、
ポ
ン
ド
危
機
に
陥
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、「
イ
ギ
リ
ス

が
ポ
ン
ド
危
機
の
状
態
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
ア
メ
リ
カ
に
対
し

て
偽
装
す
る
た
め
に
行
っ
た
も
の
で
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
た
。
こ

の
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
が
イ
ギ
リ
ス
の
ド
ル
不
足
の
状
況
に
対
し
て

非
常
に
楽
観
的
な
認
識
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
た

A
h
B

。
こ
う

し
た
楽
観
的
な
認
識
を
基
に
し
て
ア
メ
リ
カ
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
ア
メ

リ
カ
と
共
同
で
ド
イ
ツ
に
対
す
る
責
任
を
負
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る

と
判
断
し
、
大
幅
な
譲
歩
を
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
た
。

　

以
上
の
二
点
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
交
渉
姿
勢
は
規
定
さ
れ
て
い

く
こ
と
に
な
っ
た
。

（
２
）
輸
出
入
計
画

　

米
英
交
渉
は
、
一
九
四
六
年
一
一
月
一
三
日
に
Ｄ
・
ア
チ
ソ
ン

（D
ean A

cheson

）
国
務
次
官
に
よ
る
開
会
の
挨
拶
の
後
、
ワ
シ
ン

ト
ン
に
お
い
て
開
幕
し
た
。
こ
の
米
英
交
渉
に
は
イ
ギ
リ
ス
側
か
ら
、

Ｅ
・
ホ
ー
ル
＝
パ
ッ
チ
（Sir Edm

und H
all-Patch

）
外
務
次
官
補
、
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Ｄ
・
ウ
ェ
リ
ー
（D

avid W
aley

）
大
蔵
次
官
、
Ｗ
・
ス
ト
ラ
ン
グ

（W
illiam

 Strang

）
在
独
イ
ギ
リ
ス
軍
政
府
政
治
顧
問
、
Ｒ
・
メ
イ

キ
ン
ス
（Roger M

akins

）
在
ア
メ
リ
カ
大
使
館
公
使
、
ロ
バ
ー
ト

ソ
ン
ら
が
、
ア
メ
リ
カ
側
か
ら
、
Ｊ
・
Ｈ
・
ヒ
ル
ド
リ
ン
グ
（John 

H
. H
illdring

）
占
領
地
域
担
当
国
務
次
官
補
、
Ｈ
・
Ｃ
・
ピ
ー
タ
ー

セ
ン
（H

ow
ard C. Petersen

）
陸
軍
次
官
補
、
ク
レ
イ
、
マ
ー
フ

ィ
ー
ら
Ｏ
Ｍ
Ｇ
Ｕ
Ｓ
関
係
者
、
国
務
省
ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
部

局
の
官
僚
ら
が
参
加
し
た

A
i
B

。

　

第
一
回
の
交
渉
に
お
い
て
米
英
の
占
領
地
区
の
輸
出
入
計
画
及
び

そ
こ
に
お
け
る
米
英
の
負
担
額
に
関
す
る
資
料
を
ク
レ
イ
と
ロ
バ
ー

ト
ソ
ン
が
作
成
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
翌
日
、
こ
の
資

料
が
提
出
さ
れ
、
そ
の
後
の
議
論
の
基
礎
と
な
る
数
字
と
し
て
認
め

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

A
j
B

。
以
下
で
は
、
両
国
間
の
交
渉
を
分
析
す
る

前
提
と
し
て
、
こ
の
資
料
を
基
に
し
て
作
成
し
た
表
３
か
ら
、
交
渉

の
基
礎
と
な
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
占
領
地
区
の
輸
出
入
計
画
を
確
認
し

て
い
く
。

　

こ
の
輸
出
入
計
画
は
、
三
ヵ
年
で
米
英
統
合
占
領
地
区
が
ほ
ぼ
自

立
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
立
案
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
表
を
基
に
し

て
貿
易
計
画
に
基
づ
く
両
国
の
負
担
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
輸
入
に

関
し
て
は
、
①
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
Ａ
と
②
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
Ｂ
に
分
け
ら

れ
る
。
Ａ
の
方
は
、
食
糧
な
ど
生
活
上
必
要
不
可
欠
な
も
の
の
輸
入

部
分
、
Ｂ
の
方
は
、
工
業
生
産
な
ど
経
済
再
建
に
必
要
な
物
資
の
輸

入
部
分
で
あ
る
。
そ
し
て
③
の
占
領
地
区
か
ら
の
輸
出
に
よ
っ
て
得

ら
れ
た
外
貨
で
優
先
的
に
購
入
さ
れ
る
物
資
は
Ｂ
の
部
分
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
余
剰
部
分
、
す
な
わ
ち
③
か
ら
②
を
引
い
た
④
の
部

分
が
Ａ
の
輸
入
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
④
の
部
分

が
①
の
部
分
を
超
え
た
場
合
、
ド
イ
ツ
占
領
地
区
は
自
ら
の
輸
出
に

よ
っ
て
全
て
の
輸
入
を
購
う
こ
と
が
出
来
る
状
態
に
な
っ
た
と
い
え

る
。
し
か
し
、
当
面
は
米
英
両
国
が
援
助
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
輸
出
に
よ
っ
て
購
え
な
か
っ
た
生
活
必
需
品
の
輸
入
額
を

示
す
⑤
の
部
分
を
米
英
両
国
が
援
助
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ

う
し
た
仕
組
み
を
採
用
し
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
米
英
の
資
金

は
ド
イ
ツ
の
復
興
の
た
め
に
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
生
活

必
需
品
、
す
な
わ
ち
①
の
部
分
の
輸
入
の
た
め
に
の
み
使
用
さ
れ
て

い
る
、
と
い
う
体
面
を
保
つ
た
め
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
貿
易
の
実
務
全
般
に
つ
い
て
は
共
同
輸
出
入
機
関
（Joint 

Export-Im
port A

gency

）、
外
貨
に
つ
い
て
は
共
同
外
貨
機
関

（Joint Foreign Exchange A
gency

）
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
た
。

こ
の
機
関
の
運
営
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
米
英
両
国
が
平

等
な
権
限
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。 
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で
は
米
英
両
国
の
負
担
は
、
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
ア

メ
リ
カ
の
主
張
す
る
五
〇
：
五
〇
の
負
担
比
率
の
場
合
は
、
米
英
両

占
領
地
区
の
表
３
の
⑤
の
部
分
を
足
し
て
二
で
割
っ
た
も
の
が
、
両

国
の
負
担
額
と
な
る
。
ゆ
え
に
米
英
共
、
一
九
四
七
年
＝
三
億
四
八

五
〇
万
ド
ル
、
一
九
四
八
年
＝
一
億
五
〇
〇
〇
万
ド
ル
、
一
九
四
九

年
＝
一
七
五
〇
万
ド
ル
、
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
と

イ
ギ
リ
ス
が
八
〇
：
二
〇
の
割
合
で
分
担
す
る
イ
ギ
リ
ス
案
の
場
合

は
、
イ
ギ
リ
ス
：
一
九
四
七
年
＝
一
億
三
九
四
〇
万
ド
ル
、
一
九
四

八
年
＝
六
〇
〇
〇
万
ド
ル
、
一
九
四
九
年
＝
七
〇
〇
万
ド
ル
、
ア
メ

リ
カ
：
一
九
四
七
年
＝
五
億
五
七
六
〇
万
ド
ル
、
一
九
四
八
年
＝
二

億
四
〇
〇
〇
万
ド
ル
、
一
九
四
九
年
＝
二
千
八
〇
〇
万
ド
ル
、
と
な

る
。
全
く
イ
ギ
リ
ス
の
負
担
額
が
異
な
る
。
た
だ
し
、
ど
ち
ら
の
場

合
に
お
い
て
も
、
イ
ギ
リ
ス
が
単
独
で
負
担
す
る
場
合
よ
り
も
、
イ

ギ
リ
ス
の
負
担
は
軽
減
さ
れ
る
。
し
か
し
、
よ
り
多
く
の
費
用
負
担

の
削
減
を
イ
ギ
リ
ス
は
求
め
、
米
英
間
の
交
渉
は
進
ん
で
い
く
こ
と

に
な
っ
た
。

（
３
）
米
英
交
渉
：
第
一
段
階
（
一
九
四
六
年
一
一
月
一
三
日
〜
二
二
日
）

　

米
英
交
渉
は
、
途
中
、
イ
ギ
リ
ス
で
の
閣
議
を
挟
ん
で
、
二
つ
の

段
階
に
分
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
第
一
段
階
に
お
け
る
交
渉
を
問

表３　1947～1949年までの米英占領地区の輸出入計画 （単位：100万＄）

アメリカ占領地区
①輸入
　（カテゴリーＡ）

②輸入
　（カテゴリーＢ）

③輸出 ④＝③－② ⑤＝①－④

1947 217 100 100 　0 217
1948 150 100 200 100  50
1949 150 125 275 150 　0

　
イギリス占領地区

①輸入
　（カテゴリーＡ）

②輸入
　（カテゴリーＢ）

③輸出 ④＝③－② ⑤＝①－④

1947 480 250 250 　0 480
1948 450 275 475 200 250
1949 410 250 625 375  35

出典： Import-Export Plan Disease-Unrest Imports and other Imports, November 14, 1946, Minutes 
of the Meeting, RG 59.より作成。
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題
と
な
っ
た
二
つ
の
論
点
を
中
心
に
分
析
し
て
い
く
。

　

第
一
の
問
題
は
、
プ
ー
リ
ン
グ
協
定
の
扱
い
で
あ
っ
た
。
こ
の
点

に
つ
い
て
両
国
は
、
こ
れ
ま
で
の
主
張
を
繰
り
返
す
の
み
で
あ
っ
た
。

例
え
ば
、
一
一
月
一
六
日
に
開
催
さ
れ
た
会
議
に
お
い
て
ク
レ
イ
は
、

も
し
も
イ
ギ
リ
ス
側
が
三
月
三
一
日
の
分
ま
で
し
か
支
払
う
準
備
が

な
い
と
い
う
主
張
に
固
執
す
る
の
で
あ
れ
ば
ア
メ
リ
カ
側
は
、
こ
れ

ま
で
の
議
論
で
合
意
し
た
部
分
も
含
め
て
、
こ
の
統
合
協
定
全
体
を

見
直
す
必
要
が
あ
る
と
発
言
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ウ
ェ
リ

ー
大
蔵
次
官
は
、
イ
ギ
リ
ス
は
プ
ー
リ
ン
グ
協
定
を
一
時
的
な
も
の

と
み
な
し
て
お
り
、
一
九
四
六
年
三
月
三
一
日
以
降
に
関
し
て
は
、

そ
の
協
定
に
拘
束
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
て
い
る
、
と
こ
れ
ま
で
の

主
張
を
繰
り
返
し
た

A
k
B

。
こ
の
よ
う
に
両
国
は
歩
み
寄
る
姿
勢
を
全
く

見
せ
な
か
っ
た
。

　

第
二
の
問
題
は
、
費
用
負
担
の
割
合
で
あ
っ
た
。
一
一
月
一
三
日

の
会
議
に
お
い
て
イ
ギ
リ
ス
側
は
、
ア
メ
リ
カ
提
案
は
、
ド
イ
ツ
占

領
地
区
内
の
状
況
（
人
口
や
資
源
な
ど
）
を
基
礎
に
し
て
決
め
た
も

の
で
あ
る
と
し
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
、「
ド
イ
ツ
の
国
境
の
外
側
の

要
素
」、
つ
ま
り
両
占
領
国
自
体
の
財
政
・
金
融
上
の
状
況
に
よ
っ

て
分
担
の
割
合
は
決
め
ら
れ
る
べ
き
と
考
え
る
、
と
主
張
し
た
。
そ

し
て
、
も
し
五
〇
：
五
〇
の
負
担
割
合
で
あ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
経
済

は
負
担
に
耐
え
切
れ
ず
に
破
綻
し
、
ド
イ
ツ
か
ら
イ
ギ
リ
ス
は
撤
退

す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
述
べ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ

側
は
、
共
和
党
が
主
導
す
る
ア
メ
リ
カ
議
会
、
つ
ま
り
第
八
〇
議
会

は
、
五
〇
：
五
〇
の
割
合
を
越
え
る
負
担
を
容
認
し
な
い
で
あ
ろ
う

し
、
こ
の
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
提
案
は
そ
の
観
点
に
よ
っ
て
基
礎
付
け

ら
れ
て
い
る
、
と
述
べ
た
。
そ
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
撤
退
問
題
に
つ

い
て
は
、
こ
こ
で
議
論
さ
れ
る
問
題
で
は
な
く
、
バ
ー
ン
ズ
と
ベ
ビ

ン
の
間
で
交
渉
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た

A
l
B

。
さ
ら
に
一
一
月

一
五
日
に
は
、
ヒ
ル
ド
リ
ン
グ
や
ク
レ
イ
が
、
議
会
だ
け
で
は
な
く

ア
メ
リ
カ
の
納
税
者
の
観
点
に
よ
っ
て
も
ア
メ
リ
カ
の
主
張
は
基
礎

付
け
ら
れ
て
い
る
と
述
べ
た
の
に
対
し
、
イ
ギ
リ
ス
側
の
ウ
ェ
リ
ー

が
、
イ
ギ
リ
ス
の
提
案
も
イ
ギ
リ
ス
の
納
税
者
た
ち
の
観
点
に
よ
っ

て
基
礎
付
け
ら
れ
て
い
る
、
と
反
論
す
る
場
面
も
見
ら
れ
、
両
者
の

見
解
は
、
す
れ
違
う
ば
か
り
で
あ
っ
た

A
m
B

。
こ
の
よ
う
に
、
ど
ち
ら
の

論
点
も
溝
が
埋
ま
ら
ぬ
ま
ま
、
結
局
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
外
相
会
談
に

参
加
し
て
い
る
バ
ー
ン
ズ
と
ベ
ビ
ン
の
ト
ッ
プ
会
談
に
よ
る
決
着
が

目
指
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

両
者
の
会
談
は
二
回
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
（
一
九
四
六
年
一
一

月
二
〇
日
、
二
二
日A

n
B）。

こ
の
会
談
に
は
、
ベ
ビ
ン
に
よ
っ
て
も
う
一

つ
の
問
題
が
持
ち
込
ま
れ
た
。
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
の
食
糧
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不
足
問
題
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
は
占
領
地
区
に
対
し
て
一
日
一
人

当
た
り
一
五
五
〇
キ
ロ
カ
ロ
リ
ー
の
供
給
を
約
束
し
て
い
た
が
、
そ

れ
が
実
現
不
可
能
と
な
り
つ
つ
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
か
ら
の

食
糧
援
助
を
緊
急
に
要
請
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
要
請
は
、
イ
ギ

リ
ス
に
よ
る
ド
ル
圏
か
ら
占
領
地
区
へ
の
食
糧
輸
入
が
、
困
難
な
状

況
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
バ
ー
ン
ズ
は
、
こ
の
緊
急
援
助
の

要
請
を
受
け
入
れ
、
返
却
の
期
日
を
特
定
し
な
い
ま
ま
、
イ
ギ
リ
ス

占
領
地
区
に
対
し
て
五
万
ト
ン
の
食
糧
を
貸
し
付
け
る
こ
と
に
合
意

し
た
。

　

次
に
、
主
題
で
あ
る
費
用
負
担
問
題
に
つ
い
て
ベ
ビ
ン
は
以
下
の

よ
う
に
主
張
し
た
。
ア
メ
リ
カ
が
主
張
す
る
五
〇
：
五
〇
の
負
担
に

イ
ギ
リ
ス
は
耐
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
も
交
換
性
回
復
を
行

う
予
定
の
一
九
四
七
年
と
そ
の
翌
年
の
一
九
四
八
年
は
、
恐
ら
く
イ

ギ
リ
ス
に
と
っ
て
最
も
厳
し
い
二
年
間
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の

中
で
、
五
〇
：
五
〇
の
割
合
で
ド
イ
ツ
に
対
す
る
支
出
を
行
っ
た
場

合
、
そ
の
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
米
英
金
融
協
定
に
基
づ
く
ド

ル
借
款
を
使
い
切
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
場
合
、
イ
ギ

リ
ス
は
空
の
財
政
で
立
ち
行
か
な
く
な
る
可
能
性
が
あ
り
、
ド
イ
ツ

か
ら
撤
退
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ベ
ビ
ン
は
、
以
上
の
よ
う
に

イ
ギ
リ
ス
の
厳
し
い
財
政
・
金
融
状
況
を
訴
え
た
。
そ
し
て
最
後
に
、

イ
ギ
リ
ス
の
ド
イ
ツ
占
領
地
区
か
ら
の
撤
退
に
よ
っ
て
、
中
央
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
「
共
産
主
義
へ
の
ド
ア
」
が
開
か
れ
る
の
は
残
念
だ
、
と

共
産
主
義
の
脅
威
ま
で
持
ち
出
し
、
自
分
の
主
張
を
補
強
し
よ
う
と

し
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
状
況
を
避
け
る
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
＝

六
〇
：
イ
ギ
リ
ス
＝
四
〇
の
分
担
割
合
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
、
と
の

新
し
い
提
案
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
バ
ー
ン
ズ
は
、
イ
ギ
リ
ス

の
立
場
は
理
解
で
き
る
と
し
な
が
ら
も
、
議
会
は
五
〇
：
五
〇
の
負

担
割
合
以
上
に
ア
メ
リ
カ
に
不
利
な
負
担
割
合
は
認
め
な
い
で
あ
ろ

う
、
と
こ
れ
ま
で
の
主
張
を
繰
り
返
し
た
後
、
五
〇
：
五
〇
で
あ
っ

て
も
イ
ギ
リ
ス
の
負
担
は
軽
減
さ
れ
る
し
、
イ
ギ
リ
ス
が
ド
イ
ツ
占

領
地
区
か
ら
撤
退
す
る
と
は
考
え
て
い
な
い
、
と
述
べ
た
。
そ
し
て

二
つ
の
新
し
い
提
案
を
行
っ
た
。
第
一
の
提
案
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
ア

メ
リ
カ
と
占
領
地
区
を
交
換
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
が
六
五

％
の
費
用
負
担
を
行
う
用
意
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
第
二

の
提
案
は
、
費
用
負
担
の
割
合
を
五
〇
：
五
〇
に
す
る
こ
と
を
条
件

に
、
プ
ー
リ
ン
グ
協
定
が
一
九
四
六
年
三
月
三
一
日
に
失
効
し
た
と

い
う
イ
ギ
リ
ス
の
見
解
に
同
意
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ベ

ビ
ン
は
、
ロ
ン
ド
ン
で
開
催
さ
れ
る
閣
議
に
お
い
て
、
こ
の
新
提
案

を
検
討
し
た
上
で
回
答
し
た
い
と
述
べ
た
。
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（
４
）
イ
ギ
リ
ス
の
閣
議
決
定

　

ウ
ェ
リ
ー
大
蔵
次
官
が
討
議
の
た
め
に
帰
国
し
、
イ
ギ
リ
ス
で
の

閣
議
が
一
九
四
六
年
一
一
月
二
五
日
に
開
催
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、

ベ
ビ
ン
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
一
一
月
二
〇
日
、
二
二
日
の
バ
ー
ン
ズ

と
の
会
談
に
関
す
る
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
に
つ
い
て
討
議
が
行
わ
れ
た

A
o
B

。

　

ベ
ビ
ン
は
、
ア
メ
リ
カ
の
第
一
の
提
案
は
、
真
剣
な
も
の
で
は
な

く
、
ア
メ
リ
カ
が
今
の
立
場
を
決
し
て
変
更
し
な
い
こ
と
を
示
し
た

も
の
と
評
価
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
バ
ー
ン
ズ
は
議
会
の
動
向
に
と

ら
わ
れ
て
お
り
、
現
在
の
条
件
か
ら
譲
歩
を
引
き
出
す
の
は
不
可
能

で
あ
る
と
主
張
し
、
第
二
の
提
案
で
の
合
意
を
認
め
る
よ
う
提
案
し

た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
Ｈ
・
ド
ー
ル
ト
ン
（H

ugh D
alton

）
大
蔵
大
臣

は
、
以
下
の
よ
う
に
主
張
し
た
。
こ
の
条
件
で
は
、
三
年
間
で
の
イ

ギ
リ
ス
の
負
担
は
約
五
億
ド
ル
に
上
る
。
こ
れ
が
同
額
の
ポ
ン
ド
で

あ
れ
ば
イ
ギ
リ
ス
は
耐
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
ほ
と
ん
ど
は
ド
ル
で
の

支
出
と
な
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
こ
の
金
額
は
米
英
金
融
協
定
の
総
額

の
約
七
分
の
一
に
も
達
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
で
は
ア
メ
リ
カ
か

ら
の
借
款
を
使
い
果
た
す
危
険
性
が
出
て
く
る
。
し
か
し
、
政
治
的

観
点
か
ら
見
た
場
合
、
ド
イ
ツ
占
領
地
区
か
ら
の
撤
退
も
こ
の
協
定

を
拒
否
す
る
こ
と
も
対
米
関
係
を
悪
化
さ
せ
る
た
め
不
可
能
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
い
く
つ
か
の
条
件
を
付
け
て
、
こ
の
バ
ー
ン
ズ
か
ら
の
提

案
を
受
諾
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
条
件
は
三
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

第
一
に
、
次
の
三
年
間
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
ド
イ
ツ
に
対
す
る
ド

ル
支
出
は
、
三
億
ド
ル
を
超
え
な
い
範
囲
に
制
限
さ
れ
る
。
第
二
に
、

ポ
ン
ド
圏
か
ら
の
輸
入
を
、
た
と
え
ポ
ン
ド
圏
の
商
品
価
格
が
割
高

で
あ
っ
た
と
し
て
も
増
大
さ
せ
る
。
こ
れ
に
よ
り
ポ
ン
ド
の
使
用
割

合
を
増
大
さ
せ
、
ド
ル
使
用
を
抑
制
す
る
。
第
三
に
、
協
定
を
一
年

後
に
レ
ビ
ュ
ー
す
る
こ
と
、
そ
し
て
場
合
に
よ
っ
て
は
停
止
で
き
る
。

以
上
が
ド
ー
ル
ト
ン
の
主
張
で
あ
っ
た
。
ド
ー
ル
ト
ン
の
主
張
の
背

景
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
現
状
認
識
が
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
の
大
蔵

省
の
推
計
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
一
九
四
六
年
度
の
占
領
地
区
貿
易
へ

の
支
出
は
五
四
〇
〇
万
ポ
ン
ド
で
あ
り
、
ド
ル
支
出
は
一
億
六
〇
〇

〇
万
ド
ル
（
約
七
五
％
）
で
あ
っ
た

A
p
B

。
こ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
が
主
導
権

を
握
っ
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
に
お
い
て
も
ポ
ン
ド
圏
か
ら
の

輸
入
は
二
五
％
程
度
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
、
統
合
占
領
地
区
が

形
成
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
の
関
与
が
増
大
し
た
場
合
、
ド
ル
圏
の
商
品

よ
り
価
格
が
高
い
ポ
ン
ド
圏
の
商
品
は
輸
入
さ
れ
な
く
な
る
と
想
定

さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
ド
ル
支
出
が
よ
り
増
大
す
る
可
能
性
が
あ
っ

た
。
こ
れ
に
対
処
す
る
に
は
、
ド
ル
支
出
に
上
限
を
設
け
る
か
、
ポ

ン
ド
圏
か
ら
の
輸
入
を
増
大
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
を
ア
メ
リ
カ
に
約
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束
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
ド
ー
ル
ト
ン
は

以
上
の
よ
う
な
修
正
条
件
を
主
張
し
た
。

　

Ｈ
・
モ
リ
ソ
ン
（H

erbert M
orrison

）
枢
密
院
議
長
も
、
そ
も

そ
も
ア
メ
リ
カ
か
ら
提
案
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
の
に
イ
ギ
リ
ス
が

費
用
を
負
担
す
る
こ
と
は
お
か
し
い
、
と
し
な
が
ら
も
ド
ー
ル
ト
ン

の
主
張
す
る
条
件
の
下
で
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
と
述
べ
、
さ
ら

に
独
自
の
条
件
を
付
け
加
え
た
。
そ
れ
は
、
①
統
合
占
領
地
区
の
食

糧
調
達
に
関
し
て
は
ア
メ
リ
カ
が
責
任
を
負
う
、
②
統
合
占
領
地
区

に
お
け
る
支
出
は
援
助
で
は
な
く
ロ
ー
ン
で
あ
り
、
復
興
後
に
ド
イ

ツ
か
ら
返
済
さ
れ
る
、
③
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
政
権
が
重
視
し
て
き
た

ル
ー
ル
に
お
け
る
石
炭
鉄
鋼
産
業
の
社
会
化
に
つ
い
て
ア
メ
リ
カ
が

口
を
出
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
①
は
、
ア
メ

リ
カ
か
ら
の
食
糧
援
助
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区

の
食
糧
事
情
を
考
慮
し
た
条
件
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
Ｅ
・
シ
ン
ウ
ェ
ル
（Em

m
anuel Shinw

ell
）
燃

料
大
臣
は
、
こ
の
協
定
は
イ
ギ
リ
ス
を
ア
メ
リ
カ
経
済
の
支
配
下
に

置
く
も
の
で
あ
る
と
強
く
反
発
し
、
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
単
独
で
の

経
済
復
興
を
目
指
し
た
ほ
う
が
良
い
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て

ド
ー
ル
ト
ン
は
、
も
は
や
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
は
、
ア
メ
リ
カ
の
手

助
け
が
な
け
れ
ば
食
糧
を
調
達
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
状
況
に
あ
る

と
指
摘
し
、
こ
の
意
見
は
退
け
ら
れ
た
。

　

そ
の
結
果
、
ド
ー
ル
ト
ン
と
モ
リ
ソ
ン
の
提
起
し
た
条
件
を
ア
メ

リ
カ
が
容
認
し
た
場
合
、
ベ
ビ
ン
に
協
定
の
調
印
を
認
め
る
こ
と
が

閣
議
に
お
い
て
決
定
さ
れ
た
。

（
５
）
米
英
交
渉:

第
二
段
階
（
一
九
四
六
年
一
一
月
二
九
日
）

　

閣
議
を
受
け
て
最
終
的
な
米
英
交
渉
が
一
九
四
六
年
一
一
月
二
九

日
に
行
わ
れ
た

A
q
B

。
ま
ず
ホ
ー
ル
＝
パ
ッ
チ
が
、
こ
の
協
定
が
イ
ギ
リ

ス
か
ら
の
さ
ら
な
る
ド
ル
流
出
を
招
く
と
考
え
て
い
る
と
表
明
し
た
。

そ
し
て
ロ
ン
ド
ン
か
ら
ワ
シ
ン
ト
ン
に
戻
っ
て
き
た
ウ
ェ
リ
ー
大
蔵

次
官
が
、
イ
ギ
リ
ス
内
閣
の
見
解
を
説
明
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
内
閣
は

次
の
三
年
が
ポ
ン
ド
の
交
換
性
回
復
を
め
ぐ
る
重
要
な
期
間
に
な
る

と
考
え
て
お
り
、
ド
ル
の
存
在
を
非
常
に
重
視
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ

え
ド
ル
の
流
出
を
防
ぐ
た
め
に
以
下
の
修
正
条
件
を
提
案
し
た
い
と

し
て
、
先
述
し
た
閣
議
で
決
定
さ
れ
た
六
つ
の
協
定
締
結
の
条
件
を

示
し
た
。

　

こ
の
内
、
食
糧
調
達
の
問
題
、
復
興
後
の
ド
イ
ツ
か
ら
の
返
済
問

題
に
関
し
て
は
両
国
の
合
意
が
成
立
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
の

条
件
に
つ
い
て
ア
メ
リ
カ
側
は
、
こ
の
会
議
の
み
ヒ
ル
ド
リ
ン
グ
に

代
わ
り
参
加
し
て
い
た
Ｗ
・
ク
レ
イ
ト
ン
（W

illiam
 L. Clayton

）
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経
済
問
題
担
当
国
務
次
官
補
を
中
心
に
反
論
を
行
っ
た
。

　

第
一
に
ド
ル
支
出
の
制
限
に
関
し
て
ア
メ
リ
カ
は
、
イ
ギ
リ
ス
側

の
修
正
案
は
、
事
実
上
五
〇
：
五
〇
の
比
率
を
変
更
す
る
も
の
で
あ

る
と
評
価
し
た
。
つ
ま
り
三
億
ド
ル
を
超
え
る
部
分
に
つ
い
て
は
、

イ
ギ
リ
ス
が
支
払
わ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
部
分
は
ア
メ

リ
カ
が
単
独
で
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
で
あ
っ
た
。
ペ
ー
タ
ー

セ
ン
は
、
そ
の
提
案
で
は
議
会
を
通
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
、

米
英
の
平
等
な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
こ
そ
が
議
会
通
過
の
条
件
と
主

張
し
た
。
加
え
て
、
共
和
党
は
、
米
英
金
融
協
定
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ

ス
の
ド
ル
不
足
問
題
は
解
決
し
た
と
考
え
て
い
る
と
述
べ
た
。

　

さ
ら
に
ク
レ
イ
ト
ン
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
強
調
す
る
ド
ル
不
足
問
題

に
つ
い
て
も
否
定
し
た
。
ク
レ
イ
ト
ン
に
よ
る
と
、
戦
争
が
終
了
し
、

多
く
の
国
で
大
量
の
ド
ル
が
利
用
で
き
、
ア
メ
リ
カ
も
援
助
を
行
っ

て
い
る
。
ま
た
ア
メ
リ
カ
へ
の
輸
入
や
旅
行
者
も
増
え
て
い
る
。
ま

た
、
現
在
の
ア
メ
リ
カ
は
資
本
財
を
中
心
に
生
産
し
て
お
り
、
消
費

財
を
生
産
し
て
ア
メ
リ
カ
に
輸
出
す
れ
ば
よ
い
、
と
述
べ
た
。
つ
ま

り
、
ド
ル
不
足
が
問
題
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
に
輸
出
し
て
稼
げ
な

い
各
国
の
生
産
性
に
問
題
が
あ
る
、
と
い
う
認
識
を
表
明
し
た
。
そ

し
て
最
後
に
、
こ
の
協
定
が
、
イ
ギ
リ
ス
に
更
な
る
負
担
を
か
け
る

と
は
信
じ
て
い
な
い
、
む
し
ろ
負
担
の
軽
減
に
な
る
と
述
べ
た
。
つ

ま
り
、
ア
メ
リ
カ
側
は
、
イ
ギ
リ
ス
は
十
分
に
共
同
で
ド
イ
ツ
に
対

す
る
責
任
を
担
え
る
力
を
持
っ
て
い
る
と
判
断
し
て
い
た
。

　

ウ
ェ
リ
ー
は
、
ア
メ
リ
カ
の
経
済
成
長
の
方
が
急
速
で
あ
る
た
め

ア
メ
リ
カ
市
場
に
参
入
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
、
五
〇:

五

〇
の
比
率
で
も
イ
ギ
リ
ス
の
ド
ル
支
出
は
削
減
さ
れ
る
が
、
そ
の
程

度
の
削
減
で
は
イ
ギ
リ
ス
自
身
が
最
後
ま
で
協
定
を
維
持
で
き
な
い

可
能
性
が
あ
る
と
主
張
し
、
ア
メ
リ
カ
側
の
再
考
を
要
請
し
た
が
、

認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

第
二
に
、
ポ
ン
ド
圏
か
ら
の
調
達
の
増
大
に
つ
い
て
は
、
目
標
と

し
て
追
及
す
る
こ
と
で
合
意
し
た
。
し
か
し
、
ピ
ー
タ
ー
セ
ン
が
、

経
済
的
な
合
理
性
を
持
つ
範
囲
、
つ
ま
り
、
ド
ル
圏
と
条
件
が
同
一

で
あ
れ
ば
ポ
ン
ド
圏
か
ら
輸
入
す
る
と
い
う
範
囲
内
で
の
み
行
わ
れ

る
、
と
述
べ
イ
ギ
リ
ス
側
に
釘
を
刺
し
た
。
つ
ま
り
ド
ル
を
節
約
す

る
た
め
に
、
価
格
な
ど
を
無
視
し
て
ポ
ン
ド
圏
か
ら
輸
入
す
る
こ
と

は
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

第
三
に
、
協
定
の
レ
ビ
ュ
ー
問
題
に
関
し
て
は
、
毎
年
レ
ビ
ュ
ー

す
る
こ
と
に
は
合
意
す
る
も
、
協
定
を
停
止
す
る
可
能
性
に
つ
い
て

は
削
除
を
要
求
し
た
。
ク
レ
イ
ト
ン
や
ピ
ー
タ
ー
セ
ン
ら
に
よ
れ
ば
、

議
会
に
、
こ
の
協
定
が
一
時
的
な
も
の
と
の
印
象
を
与
え
た
く
な
い

か
ら
で
あ
っ
た
。
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第
四
に
、
ル
ー
ル
石
炭
鉄
鋼
業
の
社
会
化
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ

人
か
ら
の
希
望
が
あ
っ
た
場
合
の
み
認
め
る
と
の
意
見
を
表
明
し
た
。

つ
ま
り
、
イ
ギ
リ
ス
が
社
会
化
を
促
進
す
る
た
め
に
統
合
占
領
地
区

に
介
入
す
る
権
利
を
認
め
な
い
、
と
い
う
意
見
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
の
主
張
に
対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
側
は
、
こ
の

協
定
が
現
在
よ
り
も
負
担
の
軽
減
に
な
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、

イ
ギ
リ
ス
の
ド
ル
不
足
の
状
況
か
ら
考
え
る
と
、
そ
れ
で
も
過
剰
な

負
担
に
な
る
と
主
張
し
た
が
、
ア
メ
リ
カ
側
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な

か
っ
た
。
そ
し
て
、
両
者
と
も
バ
ー
ン
ズ
と
ベ
ビ
ン
に
議
論
の
内
容

を
報
告
す
る
こ
と
で
合
意
し
終
了
し
た
。
そ
の
内
容
を
ベ
ビ
ン
は
、

本
国
政
府
に
報
告
し
、
閣
議
で
の
検
討
に
委
ね
た
。

（
６
）
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
外
相
会
談
と
合
意
の
成
立

　

ロ
ン
ド
ン
の
閣
議
で
の
検
討
は
、
一
九
四
六
年
一
二
月
二
日
に
行

わ
れ
た

A
r
B

。
ベ
ビ
ン
か
ら
の
報
告
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
同
意
を
得
る
こ

と
に
失
敗
し
た
点
と
し
て
、
①
ド
ル
負
担
の
制
限
、
②
協
定
を
停
止

す
る
権
利
、
③
ル
ー
ル
の
社
会
化
の
保
証
、
の
三
点
を
挙
げ
た
。
対

し
て
成
功
し
た
点
と
し
て
、
①
条
件
付
で
は
あ
る
が
ポ
ン
ド
圏
か
ら

の
輸
入
増
大
、
②
食
糧
供
給
・
調
達
の
責
任
を
ア
メ
リ
カ
が
持
つ
こ

と
、
③
将
来
復
興
し
た
場
合
両
国
の
支
出
は
ド
イ
ツ
に
よ
っ
て
返
済

さ
れ
る
、
と
い
う
三
点
を
挙
げ
た
。

　

こ
の
報
告
を
受
け
て
、
Ｃ
・
ア
ト
リ
ー
（Clem

ent A
ttlee

）
首

相
は
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
こ
れ
以
上
の
譲
歩
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
判
断
し
、
ド
ル
支
出
の
制
限
が
な
く
と
も
他
に
選
択
肢
は
な
い
、

と
主
張
し
た
。
そ
し
て
、
閣
議
は
、
こ
の
協
定
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス

が
高
い
代
償
を
支
払
う
こ
と
に
な
る
の
は
確
か
だ
が
、
イ
ギ
リ
ス
占

領
地
区
の
再
建
は
、
ア
メ
リ
カ
と
の
協
力
な
く
し
て
は
不
可
能
で
あ

る
と
の
認
識
で
一
致
し
、
協
定
へ
の
調
印
を
認
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
一
時
停
止
の
権
利
と
ル
ー
ル
石
炭
鉄
鋼
業
の
社
会
化
に

介
入
す
る
権
利
は
保
持
し
た
い
と
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
考
え
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
て
ド
ー
ル
ト
ン
大
蔵
大
臣
は
、
ア
メ
リ
カ
は
こ
の
協
定

が
維
持
で
き
る
か
ど
う
か
は
イ
ギ
リ
ス
の
ド
ル
獲
得
能
力
に
依
存
し

て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
も
、
も
し
ド
ル
が
な
く
な
れ

ば
選
択
の
余
地
な
く
協
定
を
停
止
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
ゆ
え
に
こ
の

点
を
先
に
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
く
べ
き
だ
、
と

述
べ
た
。
そ
し
て
ド
ー
ル
ト
ン
の
提
案
で
、
協
定
の
毎
年
の
レ
ビ
ュ

ー
を
定
め
た
条
項
の
解
釈
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
ド
ル
不
足
が
深

刻
化
し
た
場
合
に
は
、
協
定
を
停
止
で
き
る
こ
と
、
ル
ー
ル
の
社
会

化
に
つ
い
て
も
今
後
目
標
と
し
て
追
及
す
る
と
公
式
に
表
明
す
る
こ

と
を
決
定
し
た
。
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実
際
、
こ
の
表
明
は
ド
ー
ル
ト
ン
に
よ
っ
て
、
一
九
四
六
年
一
二

月
三
日
に
協
定
の
説
明
と
と
も
に
議
会
で
行
わ
れ
、
さ
し
あ
た
り
ア

メ
リ
カ
自
身
も
黙
認
す
る
形
と
な
っ
た
。

　

閣
議
か
ら
協
定
へ
の
調
印
の
許
可
の
連
絡
を
受
け
た
ベ
ビ
ン
は
、

一
九
四
六
年
一
二
月
二
日
に
バ
ー
ン
ズ
と
会
談
を
行
い
、
協
定
は
調

印
さ
れ
、
一
九
四
七
年
一
月
一
日
か
ら
米
英
統
合
占
領
地
区
が
開
始

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
は
、
五

〇
：
五
〇
の
比
率
で
貿
易
に
関
わ
る
占
領
費
を
分
担
し
、
イ
ギ
リ
ス

は
プ
ー
リ
ン
グ
協
定
に
基
づ
き
、
一
九
四
六
年
三
月
三
一
日
ま
で
の

部
分
二
九
三
〇
万
ド
ル
を
統
合
占
領
地
区
の
共
同
輸
出
入
機
関
に
一

九
四
七
年
四
月
一
日
ま
で
に
支
払
う
こ
と
が
決
定
し
た

A
s
B

。

お
わ
り
に

　

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
費
用
分
担
を
め
ぐ
る
ア
メ
リ
カ
の
対
応

は
、
主
と
し
て
二
つ
の
要
因
で
規
定
さ
れ
て
き
た
。
第
一
は
、
共
和

党
が
主
導
す
る
議
会
に
よ
る
制
約
、
第
二
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
ド
ル
不

足
の
状
況
に
対
す
る
楽
観
論
、
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
要
因
に
よ
っ

て
、
ア
メ
リ
カ
の
米
英
統
合
占
領
地
区
を
め
ぐ
る
協
定
に
対
す
る
態

度
が
決
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
後
か
ら
見
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス

に
過
大
な
負
担
を
負
わ
せ
る
協
定
が
結
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
。

　

こ
の
背
景
に
は
、
ア
メ
リ
カ
自
身
が
こ
の
時
点
で
は
ド
イ
ツ
に
関

す
る
責
任
を
一
国
で
負
え
る
よ
う
な
国
内
体
制
を
構
築
で
き
て
い
な

か
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
は
イ
ギ
リ
ス
と
あ
く
ま
で
も
対
等

な
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
ド
イ
ツ
経
済
の
運
営
に
当
た
ろ
う
と
考
え
て

い
た
。
こ
う
し
た
状
況
が
克
服
さ
れ
る
に
は
、
ア
メ
リ
カ
政
府
自
身

が
イ
ギ
リ
ス
の
脆
弱
性
を
認
識
し
、
ド
イ
ツ
に
対
す
る
責
任
を
一
国

で
負
う
と
い
う
方
向
性
を
打
ち
出
す
こ
と
、
そ
し
て
議
会
自
身
も
そ

う
し
た
ア
メ
リ
カ
行
政
府
の
考
え
を
支
え
る
こ
と
に
同
意
す
る
、
と

い
う
二
つ
の
条
件
が
必
要
と
な
っ
て
く
る

A
t
B

。

　

一
九
四
七
年
に
入
り
モ
ス
ク
ワ
外
相
会
談
、
マ
ー
シ
ャ
ル
プ
ラ
ン

の
発
表
、
そ
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
ポ
ン
ド
危
機
と
ド
イ
ツ
を
め
ぐ
る
状

況
の
大
き
な
変
化
が
生
じ
て
行
く
中
で
、
こ
の
統
合
協
定
に
も
危
機

が
訪
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
際
に
は
、
ア
メ
リ
カ

政
府
と
共
和
党
議
会
と
の
関
係
、
イ
ギ
リ
ス
の
ド
ル
不
足
状
況
に
対

す
る
ア
メ
リ
カ
政
府
の
認
識
の
変
化
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
が
必

要
と
な
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
す
る
検
討
は
、
今
後
の
課
題
と
し
て
い

き
た
い
。

（
１
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
Ｈ
・
Ｌ
・
ス
テ
ィ
ム
ソ
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ン
（H

・L

・Stim
son

）
と
ア
メ
リ
カ
の
ド
イ
ツ
占
領
政
策
構
想

̶

モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
プ
ラ
ン
へ
の
批
判
（
一
九
四
四
年
八
月
〜
一

〇
月
）
を
中
心
と
し
て̶

」（
京
都
大
学
『
調
査
と
研
究
』
第

二
八
号
、
二
〇
〇
四
年
四
月
）、
及
び
、
拙
稿
「
Ｈ
・
モ
ー
ゲ
ン

ソ
ー
（H

enry M
orgenthau Jr.

）
と
ア
メ
リ
カ
の
ド
イ
ツ
占

領
政
策
構
想̶

ル
ー
ル
地
域
を
め
ぐ
る
問
題
を
中
心
に̶

」

（『
ア
メ
リ
カ
経
済
史
研
究
』
第
三
号
、
二
〇
〇
四
年
九
月
）、
を

参
照
。

（
２
）　

占
領
費
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
て
い
る
輸
入
品
の
調
達
に
関
わ

る
も
の
以
外
に
も
、
駐
留
軍
兵
士
の
給
与
な
ど
占
領
に
必
要
な
運

営
費
も
存
在
す
る
。
本
稿
で
は
、
課
題
と
の
関
連
で
前
者
の
み
を

検
討
の
対
象
と
し
て
い
る
。
占
領
費
の
全
体
像
に
関
す
る
検
討
は

今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
３
）　

イ
ギ
リ
ス
（
本
国
）
の
ド
ル
圏
か
ら
の
生
活
必
需
品
の
輸
入
に

関
わ
る
問
題
を
検
討
し
て
い
る
、
前
田
啓
一
『
戦
後
再
建
期
の
イ

ギ
リ
ス
貿
易
』（
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
〇
一
年
）
一
〇
一
頁
を

参
照
。
ま
た
、
ド
ル
決
済
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
古
内
博
行
「
ド

ル
条
項
問
題
と
西
ド
イ
ツ
経
済
の
復
興
」
廣
田
功
・
森
建
資
編

『
戦
後
再
建
期
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
』（
日
本
経
済
評
論
社
、
一
九

九
八
年
所
収
）
を
参
照
。

（
４
）　

牧
野
裕
『
冷
戦
の
起
源
と
ア
メ
リ
カ
の
覇
権
』（
御
茶
の
水
書

房
、
一
九
九
三
年
）、
第
六
章
も
同
様
の
観
点
か
ら
こ
の
問
題
に

着
目
し
て
お
り
参
考
に
な
る
。
し
か
し
、
米
英
交
渉
の
プ
ロ
セ
ス

に
関
す
る
詳
細
な
分
析
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

（
５
）　

ア
メ
リ
カ
の
ド
イ
ツ
占
領
政
策
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
以
下

の
文
献
を
参
照
。J. H

. Backer, T
he D

ecision to D
ivide 

G
erm

any : A
m

erican F
oreign P

olicy in T
ransition, D

uke 
U
niversity Press, 1978., C. Eisenberg, D

raw
ing the Line : 

T
he A

m
erican D

ecision to D
ivide G

erm
any 1944-1949, 

C
am
bridge U

niversity Press, N
ew
 Y
ork,1996., J. 

Gim
bel, T

he origins of the M
arshall Plan, Stanford, 1976., 

真
鍋
俊
二
『
ア
メ
リ
カ
の
ド
イ
ツ
占
領
政
策
』（
法
律
文
化
社
、

一
九
八
九
年
）、
牧
野
裕
、
前
掲
書
、
第
六
章
、
安
野
正
明
「
ア

メ
リ
カ
の
ド
イ
ツ
占
領
政
策
」（
油
井
大
三
郎
他
編
『
占
領
政
策

の
国
際
比
較
』
三
省
堂
、
一
九
九
四
年
所
収
）、
紀
平
英
作
「
西

ド
イ
ツ
成
立
へ
の
道
」（
紀
平
英
作
編
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
理

念
と
軌
跡
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
所
収
）。

（
６
）　

本
稿
の
作
成
に
際
し
て
は
以
下
の
資
料
を
使
用
し
た
。
ア
メ
リ

カ
の
分
析
に
関
し
て
は
、現
在
ア
メ
リ
カ
国
立
資
料
館
（N

ational 
A
rchives at College Park; College Park, M

D

）
に
所
蔵
さ

れ
て
い
るU

S-U
K
 D
iscussion on the Bizonal U

nification; 
Records of the O

ffi
ce of the A

ssistant Secretary of 
State for O

ccupied A
reas, Box2; RG 59.

（
以
下
、
当
該
資

料
を
出
典
と
す
る
文
書
に
つ
い
て
はU

S-U
K
 D
iscussion, RG59

と
末
尾
に
記
す
。
以
下
、
括
弧
内
は
同
様
の
こ
と
を
意
味
す
る
）、

U
S-U
K
 D
iscussion on the Bizonal U

nification M
inutes 

of the M
eeting; Records of the O

ffi
ce of the A

ssistant 
Secretary of State for O

ccupied A
reas, Box2; RG 59.

（M
inutes of the M

eeting, RG59

）、U
S-U
K
 D
iscussion 

Bizonal U
nification; International Statistics D

ivision 
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General Records 1944-1959, Country Files : Germ
any 

1931-1952, Box 74; RG56.

（RG56

）
を
使
用
し
た
。
ま
た
、

公
刊
資
料
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
国
務
省
の
外
交
文
書
を
集
め
た

U
nited States D

epartm
ent of State, F

oreign R
elations of 

the U
nited States

（FRU
S

）
の
各
年
版
、
及
び
Ｏ
Ｍ
Ｇ
Ｕ
Ｓ
長

官
代
理
で
あ
っ
た
Ｌ
・
ク
レ
イ
（Lucius D

. Clay

）
の
文
書
を

収
録
し
たJean Edw

ard Sm
ith ed., T

he papers of G
eneral 

Lucius D
. C

lay : G
erm

any, 1945-1949, Vol. 1, A
nn A

rbor, 
M
ich.: U

M
I Books on D

em
and, 1974.

（CP

）を
使
用
し
た
。

イ
ギ
リ
ス
の
分
析
に
関
し
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
内
閣
の
閣
議
議
事
録

（CM

）
及
び
閣
議
に
提
出
さ
れ
た
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
（CP

）
を
収

録
し
たC

abinet papers, series three : C
A

B
 128 &

 C
A

B
 129, 

M
arlborough, W

iltshire, E
ngland : A

dam
 M
atthew

 
Publications.

（C
abinet papers

、
東
京
大
学
経
済
学
部
図
書
館

所
蔵
）
を
使
用
し
た
。

（
７
）　

P
olicy M

em
o I D

ivision of F
inancial and 

Procurem
ent Responsibility for Im

ports into the U
S-

U
K
 Zones, no date, RG56.

（
８
）　

ポ
ツ
ダ
ム
協
定
は
、
経
済
原
則
（Econom

ic Principles
）

第
一
四
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
お
い
て
、
単
一
経
済
体
と
し
て
の
ド
イ
ツ

経
済
の
運
営
と
輸
出
入
に
関
す
る
共
通
政
策
の
立
案
を
定
め
て
い

た
。 ‘E
xtracts from

 the R
eport on the T

ripartite 
Conference of Berlin

（Potsdam

）, 17 July - 2 A
ugust 

1945 ’, in Selected and E
dited by B

eate R
uhm

 von 
O
ppen, D

ocu
m

en
ts on

 G
erm

a
n

y u
n

der O
ccu

pa
tion

, 

1945-1954, O
xford U

niversity Press, 1955, p. 45.

（
９
）　T
he Secretary of State to the U

nited States Political 
A
dviser for G

erm
any

（M
urphy

）, A
ugust 18, 1945, 

FRU
S 1945 Ⅲ

, pp. 1521-1522.

こ
の
書
簡
の
送
り
主
で
あ
る

Ｒ
・
マ
ー
フ
ィ
ー
（Robert M

urphy

）
は
、
Ｏ
Ｍ
Ｇ
Ｕ
Ｓ
政

治
顧
問
と
し
て
国
務
省
か
ら
ド
イ
ツ
占
領
地
区
へ
と
派
遣
さ
れ
て

い
た
人
物
で
あ
る
。

（
10
）　

フ
ラ
ン
ス
の
単
一
経
済
体
原
則
へ
の
反
対
に
つ
い
て
は
、

Eisenberg, op. cit., pp.167-176

を
参
照
。

（
11
）　T

he U
nited States Political A

dviser for Germ
any

（M
urphy

）to the Secretary of State, A
ugust 30, 1945, 

FRU
S 1945 Ⅲ

, pp. 1526-1527.

（
12
）　T

he U
nited States Political A

dviser for Germ
any

（M
urphy

）to the Secretary of State, Septem
ber 10, 

1945,  FRU
S 1945 Ⅲ

, pp. 1527-1528. ; Com
bined Chiefs 

of Staff, ‘Im
port-E

xport Policy and Procedures for 
Germ

any ’, N
ovem

ber 17, 1945, RG56.

（
13
）　T

he Joint Chiefs of Staff to the U
nited Sates M

ilitary 
Governor for Germ

any

（M
cN
arney

）, N
ovem

ber 24, 
1945, FRU

S 1945 Ⅲ
, pp. 1547-1549.

（
14
）　T

he Secretary of State for Foreign A
ffairs, ‘Policy 

T
ow
ard G

erm
any

’, C
P

（46

）186, M
ay 3, 1946, 

CA
B129/9, C

abinet papers.

（
15
）　O

M
GU
S to W

ar D
epartm

ent, M
arch 31, 1946, RG56.

（
16
）　O

M
GU
S to W

ar D
epartm

ent, June 6, 1946, RG56.



166167

（
17
）　L. D

. Clay, ‘Conditions in Germ
any ’, M

ay 26, 1946, 
CP, pp. 212-217.

（
18
）　Eisenberg, op. cit., pp. 235-237.

（
19
）　

詳
し
く
は
、
牧
野
、
前
掲
書
、
二
七
一
〜
二
七
六
頁
を
参
照
。

（
20
）　

詳
し
く
は
、Sean Greenw

ood, “Bevin, T
he  Ruhr and 

the D
ivision of Germ

any : A
ugust 1945 -  D

ecem
ber 

1946 ” , T
he H

istorical Journal, 29-1, 1986. 

、
金
子
新
「
戦
後

ド
イ
ツ
の
「
ル
ー
ル
問
題
」
と
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ

ー
レ
ン
州
創
設̶
一
九
四
五
年
〜
一
九
四
六
年
」（『
法
学
政
治

学
論
究
』
第
五
三
号
、
二
〇
〇
二
年
六
月
）
を
参
照
。

（
21
）　

米
英
金
融
協
定
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
Ｒ
・
ガ
ー
ド
ナ
ー
（
村

野
孝
・
加
藤
正
一
訳
）『
国
際
通
貨
体
制
成
立
史̶

英
米
の
抗

争
と
協
力̶

』（
下
）（
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
七
三
年
）
を
参

照
。

（
22
）　T

he M
inister of Fuel and Pow

er, ‘General Conditions 
W
hich Im

pede the Recovery of the Ruhr and O
ther 

Industries in the British Zone in Germ
any ’ , CP

（46

）
240, June 19, 1946, CA

B129/10, C
abinet papers ; T

he 
Chancellor of the Exchequer, ‘T

he Cost of the British 
Zone in G

erm
any

’ , C
P

（46

）218, June 4, 1946, 
CA
B129/10, C

abinet papers.

（
23
）　T
he Secretary of State for Foreign A

ffairs, ‘Germ
any 

: Results of the Paris D
iscussion ’ , CP

（46

）292, July 
23, 1946, CA

B129/11, C
abinet papers ; CM

73

（46

）, July 
25, 1946, CA

B128/6, C
abinet papers.

（
24
）　

こ
の
会
議
で
ソ
連
は
、
統
合
占
領
地
区
形
成
の
提
案
に
賛
成
し

な
い
代
わ
り
に
、
占
領
地
区
間
の
貿
易
協
力
を
促
進
す
る
よ
う
な

組
織
の
設
立
を
提
案
し
、
全
占
領
国
は
合
意
し
た
。T

he U
nited 

States Political A
dviser for Germ

any

（M
urphy

）to 
the Secretary of State, July 30, 1946, FRU

S 1946 Ⅴ
, pp. 

585-586.

（
25
）　T

he U
nited States Political A

dviser for Germ
any

（M
urphy

）to the Secretary of State, A
ugust 11, 1946, 

FRU
S 1946 Ⅴ

, pp. 589-590.

④
の
合
意
に
よ
っ
て
、
ポ
ン
ド

圏
か
ら
の
輸
入
額
に
応
じ
て
、
ポ
ン
ド
に
よ
る
輸
出
が
限
定
的
に

解
除
さ
れ
た
こ
と
は
、
輸
入
面
に
お
け
る
ポ
ン
ド
の
使
用
を
促
す

効
果
が
あ
る
。
し
か
し
、
必
要
な
物
資
を
圧
倒
的
に
ド
ル
圏
か
ら

調
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
態
で
は
、
あ
ま
り
意
味
の
あ
る
変

更
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
英
独
間
に
決
済
協
定
が
結
ば
れ
た
一
九

四
八
年
以
降
で
は
、
圧
倒
的
な
ド
イ
ツ
の
ポ
ン
ド
圏
へ
の
出
超
が

発
生
し
、
最
終
的
に
は
ド
イ
ツ
が
政
治
的
な
圧
力
下
で
輸
入
を
増

大
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
詳

し
く
は
、
拙
稿
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
決
済
同
盟
成
立
以
前
に
お
け
る
西

ド
イ
ツ
貿
易
と
マ
ー
シ
ャ
ル
プ
ラ
ン
」（
京
都
大
学
『
調
査
と
研

究
』
第
二
二
号
、
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
）
四
九
〜
五
三
頁
を
参
照
。

（
26
）　T

he U
nited States Political A

dviser for Germ
any

（M
urphy

）to the Secretary of State, O
ctober 11, 1946, 

FRU
S 1946 Ⅴ

, pp. 613-618.

（
27
）　

P
olicy M

em
o
Ⅰ
 D
ivision of F

inancial and 
Procurem

ent Responsibility for Im
ports into the U

S-
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U
K
 Zones, no date, RG56.

（
28
）　O

M
GU
S to W

ar D
epartm

ent, A
ugust 9, 1946, RG56 ; 

Population of British and A
m
erican Zone in Germ

any 
A
s Estim

ated in M
id-1946 From

 Ration D
ata, no date,  

R
G
56 ; T

he U
nited States Political A

dviser for 
G
erm

any
（M

urphy

）to the Secretary of State, 
O
ctober 11, 1946, FRU

S 1946 Ⅴ
, p.619.

（
29
）　O

M
GU
S to W

ar D
epartm

ent, A
ugust 9, 1946, RG56 ; 

W
ar D

epartm
ent to O

M
GU
S , A

ugust 30, 1946, RG56.

（
30
）　T

he U
nited States Political A

dviser for Germ
any

（M
urphy

）to the Secretary of State, O
ctober 11, 1946, 

FRU
S 1946 Ⅴ

, p.619.

（
31
）　A

nne D
eighton, T

he im
possible peace : B

ritain, the 

division of G
erm

any and the origins of the cold w
ar, O

xford 
U
niversity Press, 1990, p. 110 ; T

he Secretary of State 
for Foreign A

ffairs, ‘Germ
any ’ ,CP

（46

）383, O
ctober 

17, 1946, CA
B128/13, C

abinet papers. ; Lucius O
. Clay, 

D
ecision in G

erm
any, Garden City, N

.Y
. : D

aubleday, 
1950, pp.170-171.

（
32
）　O

M
G
U
S to W

ar D
epartm

ent, N
ovem

ber 4, 1946, 
RG56.

（
33
）　

こ
の
分
担
比
率
を
め
ぐ
る
交
渉
に
お
い
て
イ
ギ
リ
ス
側
の
対
応

が
混
乱
し
た
背
景
に
は
、
ベ
ビ
ン
が
病
の
床
に
伏
せ
、
統
一
的
な

政
策
を
構
築
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
と
い
う
背
景
が
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
、
出
先
機
関
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
軍
政
府
独
自
の
判
断
で

交
渉
が
進
ん
で
し
ま
い
、
決
定
が
延
長
さ
れ
る
と
い
う
事
態
が
引

き
起
こ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。D

eighton, op. cit., pp. 111-112.

を
参
照
。

（
34
）　T

he Secretary of State for Foreign A
ffairs, ‘Germ

any ’, 
CP

（46

）383, O
ctober 17, 1946, CA

B128/13, C
abinet 

papers ; C
M

（46

）80, O
ctober 21, 1946, C

A
B
128/6, 

C
abinet papers.

（
35
）　

P
olicy M

em
o
Ⅰ
 D
ivision of F

inancial and 
Procurem

ent Responsibility for Im
ports into the U

S-
U
K
 Zones, no date, RG56.

ち
な
み
に
ク
レ
イ
は
、
イ
ギ
リ
ス

の
米
英
交
渉
で
の
狙
い
は
、
プ
ー
リ
ン
グ
協
定
に
お
け
る
支
払
義

務
を
免
れ
る
こ
と
、
ア
メ
リ
カ
側
が
よ
り
多
く
の
費
用
負
担
を
行

う
よ
う
に
説
得
す
る
こ
と
に
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
。General 

Clay ’s V
iew
s on the Item

s on the A
genda for the U

S-
U
K
 Conference, N

ovem
ber 13, 1946, M

inutes of the 
M
eeting, RG59.

（
36
）　

ア
メ
リ
カ
上
下
両
院
に
お
け
る
議
席
数
の
推
移
に
つ
い
て
は
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
商
務
省
編
（
斎
藤
真
・
鳥
居
泰
彦
監
訳
）『
ア

メ
リ
カ
歴
史
統
計̶

植
民
地
時
代
か
ら
一
九
七
〇
年̶

　

第

二
巻
』（
原
書
房
、
一
九
八
六
年
）、
一
〇
八
三
頁
を
参
照
。

（
37
）　

ア
メ
リ
カ
議
会
と
対
外
政
策
の
関
係
に
関
し
て
は
、
肥
田
進

「
ア
メ
リ
カ
の
超
党
派
外
交
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」（『
名
城
法

学
別
冊　

柏
木
還
暦
記
念
号
』
一
九
九
一
年
）、
浅
川
公
紀
『
ア

メ
リ
カ
大
統
領
と
外
交
シ
ス
テ
ム
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
一

年
）
を
参
照
。
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ollar Problem
, N
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inutes 

of the M
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）　J. H

. H
illdring to the Secretary of State, N

ovem
ber 

14, 1946, M
inutes of the M

eeting, RG59.
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40
）　T

he A
ssistant Secretary of State
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illdring

）to the 
Secretary of State, N
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）　M

em
orandum

 of Conversation, N
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）　J. H

. H
illdring to the Secretary of State, N

ovem
ber 

14, 1946, M
inutes of the M

eeting, RG59.

（
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）　M

em
orandum

 of Conversation, N
ovem

ber 15, 1946, 
M
inutes of the M

eeting, RG59.

（
44
）　

以
下
の
会
談
内
容
に
関
し
て
は
以
下
の
資
料
に
依
拠
し
た
。

M
em
orandum

 by the U
nited States Political A

dviser 
for Germ

any

（M
urphy

）, N
ovem

ber 20, 1946, FRU
S 

1946 Ⅴ
, pp.640-642 ; M

em
orandum

 of Conversation, 
N
ovem

ber 22, 1946, M
inutes of the M

eeting, RG59 ; CM

（46

）100, N
ovem

ber 25, 1946, C
A
B
128/6, C

abin
et 

papers.

（
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）　C

M

（46

）100, N
ovem

ber 25, 1946, C
A
B
128/6, 

C
abinet papers.

（
46
）　T
he Chancellor of the Exchequer, ‘Germ

any ’ , CP

（46

）385, O
ctober 18, 1946,  C

A
B
129/13, C

abin
et 

papers.

（
47
）　D

epartm
ent of State M

em
orandum

 of Conversation, 
N
ovem

ber 29, 1946, U
S-U
K
 D
iscussion, R

G
59 ; 

Lim
itation of British D

ollar Com
m
itm
ent in Financing 

the Bizonal A
rea Germ

any, N
ovem

ber 29, 1946, U
S-U
K
 

D
iscussion, RG59 ; T

he A
dditional Secretary of the 

Cabinet, ‘A
nglo-A

m
erican D

iscussions on Germ
any ’ , 

CP

（46

）438, D
ecem

ber 1, 1946, CA
B129/15, C

abinet 

papers.

（
48
）　CM

（46

）102, D
ecem

ber 2, 1946, CA
B128/6, C

abinet 

papers.

（
49
）　M

em
orandum

 for the Record, by the D
irector of the 

O
ffi
ce of E

uropean A
ffairs

（M
atthew

s

）and the 
British D

eputy U
nder-Secretary of State for Foreign 

A
ffairs

（H
all-Patch

）, D
ecem

ber 2, 1946, FRU
S 1946 Ⅴ

, 
pp.647-648.

（
50
）　

こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
Ｊ
・
Ｆ
・
ダ
レ
ス
（John 

Foster D
ulles

）
と
ア
メ
リ
カ
の
ド
イ
ツ
経
済
復
興
政
策̶

超

党
派
外
交
と
マ
ー
シ
ャ
ル
プ
ラ
ン
の
起
源
に
関
す
る
一
考
察
」

（『
史
林
』
第
八
三
巻
第
四
号
、
二
〇
〇
〇
年
七
月
）
も
参
照
。

（
か
わ
さ
き　

の
ぶ
き
・
大
阪
経
済
大
学
非
常
勤
講
師
／

日
本
経
済
史
研
究
所
ポ
ス
ト
・
ド
ク
タ
ー
）




